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③
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　日
本
の
歴
史
の
う
え
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
天
皇
の
「
生
・
老
・
死
」
つ
ま
り
人
生
の
流
　
　
　
　
り
）
と
■
帽
子
（
え
ぼ
し
）
が
あ
る
が
、
天
皇
は
冠
し
か
被
ら
ず
、
様
々
な
種
類
が
あ
る
公
家
男
子

れを
考
え
る
と
、
ま
ず
天
皇
の
子
息
に
生
ま
れ
、
親
王
宣
下
さ
れ
て
親
王
と
な
り
、
そ
の
な
か
か
ら
　
　
　
装
束
の
な
か
で
、
天
皇
が
着
用
す
る
の
は
冠
に
対
応
す
る
束
帯
（
そ
く
た
い
）
と
冠
直
衣
（
か
ん
む

選
ば
れ
て

立
太
子し
て
皇
太
子
（
東
宮
）
と
な
り
、
即
位
し
て
天
皇
と
な
る
。
そ
し
て
、
退
位
し
て
　
　
　
り
の
う
し
）
だ
け
で
あ
る
点
で
あ
る
。

上皇
と
な
り
、
落
飾
（
出
家
）
し
て
法
皇
と
な
っ
て
、
崩
御
を
迎
え
る
、
と
い
う
よ
う
に
順
次
進
ん
　
　
　
　
こ
の
う
ち
束
帯
は
天
皇
を
含
む
す
べ
て
の
男
子
の
正
装
で
あ
り
、
身
分
規
定
の
厳
格
な
装
束
で
あ

で
いく
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
が
、
そ
の
上
着
で
あ
る
位
袖
（
い
ほ
う
）
の
色
と
文
様
に
は
天
皇
限
定
の
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
で

　そ
し
て
、
各
段
階
で
着
用
す
る
装
束
（
着
衣
）
に
大
き
な
相
違
が
あ
り
、
装
束
に
よ
っ
て
い
ず
れ
　
　
　
　
他
と
峻
別
さ
れ
た
。
ま
た
、
冠
直
衣
は
、
他
と
は
異
な
る
天
皇
の
特
有
の
着
用
方
法
が
あ
り
、
そ
れ

の

段階
に
あ
る
か
が
明
瞭
と
な
る
。
特
に
顕
著
な
の
は
天
皇
・
上
皇
・
法
皇
で
の
相
違
で
あ
る
が
、
　
　
　
を
御
引
直
衣
（
お
ひ
き
の
う
し
）
と
い
い
、
御
引
直
衣
か
否
か
で
天
皇
と
他
が
峻
別
さ
れ
た
。

そ
れ
は
天
皇
の
装
束
が
特
別
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
こ
う
し
た
天
皇
の
人
生
と
装
　
　
　
　
本
稿
は
、
こ
う
し
た
天
皇
の
束
帯
や
御
引
直
衣
の
詳
細
と
、
絵
画
資
料
で
天
皇
と
上
皇
が
装
束
に

束
と
の
関
係
を
確
認
す
る
こ
と
に
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
っ
て
明
確
に
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
天
皇と
装
束
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
点
は
、
装
束
に
対
応
す
る
被
り
物
に
冠
（
か
ん
む

6
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は
じ
め
に

日
本
の
歴
史
の
う
え
で
、
天
皇
と
い
う
存
在
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と

は
い
ま
さ
ら
強
調
す
る
必
要
も
な
い
。
天
皇
の
「
生
・
老
・
死
」
、
こ
れ
を
天
皇
の

「
人
生
」
と
置
き
換
え
る
と
、
そ
の
人
生
は
、
ま
ず
天
皇
の
子
息
に
生
ま
れ
、
平
安

期
以
降
は
親
王
宣
下
さ
れ
て
親
王
と
な
り
、
そ
の
な
か
か
ら
選
ば
れ
て
立
太
子
し
て

皇
太
子
(
東
宮
)
と
な
り
、
即
位
し
て
天
皇
と
な
る
。
そ
し
て
、
譲
位
し
て
上
皇
と

な
り
、
落
飾
(
出
家
)
し
て
法
皇
と
な
っ
て
、
崩
御
を
迎
え
る
、
と
い
う
よ
う
に
順

次
進
ん
で
い
く
。

そ
し
て
、
各
段
階
で
着
用
す
る
装
束
に
大
き
な
相
違
が
あ
り
、
装
束
に
よ
っ
て
い

ず
れ
の
段
階
に
あ
る
か
が
明
瞭
と
な
る
。
特
に
顕
著
な
の
は
天
皇
・
上
皇
・
法
皇
で

の
相
違
で
あ
る
。

本
稿
の
目
的
は
、
こ
う
し
た
天
皇
の
人
生
と
装
束
と
の
関
係
を
確
認
す
る
こ
と
に

あ
る
。
な
お
、
以
下
で
は
、
天
皇
そ
の
も
の
は
天
皇
と
表
記
し
、
皇
太
子
・
上
皇
・

法
皇
を
含
め
た
総
体
と
し
て
い
う
場
合
は
「
天
皇
」
と
区
別
し
て
表
記
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
装
束
と
は
、
①
建
物
内
外
の
飾
り
付
け
や
調
度
の
配
置
な
ど
を
い

う
場
合
と
②
着
衣
を
い
う
場
合
が
あ
る
。
こ
の
①
・
②
は
連
動
し
て
お
灯
、
「
天
皇
」

の
装
束
も
段
階
に
よ
っ
て
①
・
②
と
も
に
変
化
す
る
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
考
察
の

対
象
と
す
る
の
は
②
の
意
味
で
の
装
束
で
あ
り
、
以
下
、
本
稿
で
の
装
束
は
、
す
べ

て
②
の
意
味
に
限
定
す
る
こ
と
と
す
る
。

さ
て
、
こ
う
し
た
装
束
を
筆
者
の
見
識
で
定
義
す
る
と
、
公
家
男
女
の
公
服
と
私

服
に
武
家
の
正
装
や
礼
装
を
含
む
限
定
さ
れ
た
着
衣
と
な
(
れ
。
そ
し
て
、
公
服
と
は
、

男
女
で
微
妙
に
意
味
が
相
違
す
る
が
、
朝
廷
や
「
天
皇
」
に
関
わ
る
公
務
の
際
に
着

用
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
着
衣
の
こ
と
で
あ
り
、
公
家
の
私
服
は
着
用
者
の
身
分
・
職

掌
な
ど
の
様
々
な
立
場
や
条
件
に
応
じ
て
公
服
と
も
な
っ
た
。

こ
う
し
た
装
束
は
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
女
子
装
束

を
中
心
と
し
て
装
束
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
性
を
否
定
は
し
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
装

束
の
本
質
で
は
な
い
。
装
束
と
は
ま
ず
身
分
の
標
識
で
あ
り
、
さ
ら
に
着
用
者
の
職

掌
・
家
柄
・
年
齢
な
ど
を
も
明
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
季
節
に
よ
る
差
違
も

あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
着
用
者
の
様
々
な
立
場
や
条
件
を
可
視
的
に
提
示
す
る
の
が

装
束
な
の
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
公
家
男
子
装
束
に
は
束
帯
・
布
袴
・
衣
冠
・
直
衣
・
狩
衣
・
小
直
衣
・

水
干
等
の
種
類
が
あ
り
、
こ
れ
ら
が
儀
式
や
行
事
に
よ
っ
て
、
ま
た
着
用
者
の
様
々

な
立
場
や
条
件
に
応
じ
て
着
分
け
ら
れ
た
。
ま
た
、
装
束
は
い
ず
れ
も
被
り
物
・
肌

着
・
下
着
・
上
着
・
装
身
具
・
持
ち
物
・
履
き
物
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
、
公
家
男
子

装
束
で
は
装
束
の
種
類
ご
と
に
構
成
要
素
が
異
な
り
、
ま
た
、
同
一
装
束
で
も
着
用

者
の
立
場
や
条
件
で
構
成
要
素
の
一
部
が
相
違
し
た
り
、
各
構
成
要
素
の
材
質
・
色

.
文
様
な
ど
が
異
な
っ
た
。

だ
か
ら
こ
そ
、
装
束
は
着
用
者
の
立
場
や
条
件
を
可
視
的
に
提
示
す
る
こ
と
が
で

き
る
し
、
文
献
や
絵
画
の
装
束
描
写
に
は
着
用
者
の
立
場
や
条
件
を
提
示
す
る
意
味

が
あ
る
。
だ
か
ら
文
献
や
絵
画
の
装
束
描
写
か
ら
は
ま
ず
第
一
に
そ
う
し
た
立
場
や

条
件
を
読
み
取
る
必
要
が
あ
る
。

@
装
束
・
被
り
物
と
天
皇

各
男
子
装
束
の
構
成
要
素
の
う
ち
装
束
と
の
対
応
関
係
が
特
に
重
要
な
の
は
被
り

物
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
天
皇
」
装
束
と
も
深
く
関
わ
る
。

律
令
制
以
来
、
男
子
は
貴
賎
の
別
な
く
、
元
服
に
際
し
て
そ
れ
ま
で
伸
ば
し
て
い

た
髪
を
束
ね
て
嘗
を
作
る
と
い
う
風
習
が
蔓
延
し
、
被
り
物
は
そ
の
警
の
保
護
の
た

め
に
着
用
し
、
暑
と
被
り
物
は
成
人
男
子
の
象
徴
と
な
っ
た
。
装
束
の
被
り
物
に
は

冠
と
烏
帽
子
が
あ
り
、
冠
は
公
服
の
被
り
物
で
あ
り
、
烏
帽
子
は
着
用
者
の
立
場
や

条
件
で
公
的
性
格
を
帯
び
た
が
、
原
則
的
に
は
私
服
の
被
り
物
で
あ
っ
た
。

具
体
的
に
冠
に
対
応
す
る
装
束
は
束
帯
・
布
袴
・
衣
冠
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
公
服
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で
あ
る
。
烏
帽
子
に
対
応
す
る
の
が
狩
衣
・
小
直
衣
・
水
干
等
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が

私
服
で
あ
る
。
ま
た
武
家
装
束
(
直
垂
・
大
紋
・
素
襖
)
も
烏
帽
子
に
対
応
し
た
。

直
衣
は
冠
と
烏
帽
子
の
両
方
に
対
応
し
、
被
り
物
で
公
服
と
私
服
の
ど
ち
ら
と
も

な
っ
た
。
ま
た
、
職
掌
(
廷
尉
な
ど
)
に
よ
っ
て
は
狩
衣
に
冠
を
着
用
す
る
場
合
も

あ
り
、
そ
れ
を
布
衣
冠
と
い
っ
た
。
な
お
、
以
下
で
は
、
冠
を
被
っ
た
直
衣
を
冠
直

衣
、
烏
帽
子
の
そ
れ
を
烏
帽
子
直
衣
と
区
別
す
る
。

そ
う
し
た
な
か
で
天
皇
は
、
元
服
以
後
は
烏
帽
子
を
被
ら
ず
、
被
り
物
は
冠
だ
け

で
あ
っ
た
(
皇
太
子
も
同
様
)
。
し
た
が
っ
て
、
天
皇
は
烏
帽
子
対
応
の
狩
衣
・
小

直
衣
・
水
干
等
は
着
用
せ
ず
、
着
用
は
冠
対
応
の
装
束
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
も
布
袴

-
衣
冠
は
着
用
せ
ず
、
束
帯
と
冠
直
衣
だ
け
を
着
用
し
た
。
た
だ
し
、
天
皇
の
冠
直

衣
は
臣
下
と
は
異
な
る
特
殊
な
も
の
で
御
引
直
衣
(
御
下
直
衣
と
も
)
と
い
っ
た
。

一
方
、
上
皇
は
、
天
皇
と
同
じ
く
布
袴
・
衣
冠
は
着
用
し
な
い
が
、
束
帯
の
ほ
か

に
、
さ
ら
に
烏
帽
子
と
そ
れ
に
対
応
す
る
狩
衣
・
小
直
衣
・
水
干
等
も
着
用
し
、
直

衣
も
臣
下
同
様
の
冠
直
衣
や
烏
帽
子
直
衣
を
着
用
し
た
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
装
束

の
変
化
は
譲
位
に
よ
っ
て
す
ぐ
に
可
能
と
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
御
布
衣
始
と
い
う

け
じ
め
の
儀
式
を
必
要
と
し
た
。
布
衣
と
は
狩
衣
の
別
称
で
、
御
布
衣
始
と
は
、
上

皇
が
は
じ
め
て
狩
衣
を
着
用
す
る
、
そ
れ
は
つ
ま
り
烏
帽
子
を
着
用
す
る
と
い
う
こ

[装束からみた天皇の人生I・M ・・近藤好和

と
で
あ
り
、
烏
帽
子
対
応
の
装
束
を
着
用
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
御
布
衣
始
に
よ
っ
て
②
の
意
味
で
の
装
束
だ
け
で
な
く
、
①
の
意
味
で
の
装
束
も

内
裏
様
式
か
ら
仙
洞
様
式
に
変
化
し
た
。
同
時
に
御
布
衣
始
後
は
、
臣
下
も
烏
帽
子

(
烏
帽
子
対
応
装
束
)
で
の
上
皇
と
の
対
面
が
可
能
と
な
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
絵
画
に
描
か
れ
た
「
天
皇
」
が
少
な
く
と
も
烏
帽
子
着
用
な
ら
ば
、

そ
れ
を
「
天
皇
像
」
と
い
う
の
は
正
確
で
は
な
く
、
「
上
皇
像
」
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ま
た
、
束
帯
の
場
合
、
上
着
で
あ
る
位
砲
の
色
と
文
様
で
天
皇
と
上
皇

は
区
別
で
き
、
冠
直
衣
で
は
御
引
直
衣
か
臣
下
と
同
様
の
直
衣
姿
か
で
天
皇
と
上
皇

が
区
別
で
き
る
。
さ
ら
に
、
法
体
な
ら
ば
法
皇
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

落
飾
し
た
天
皇
が
在
位
し
続
け
た
り
、
落
飾
者
が
還
俗
せ
ず
に
即
位
す
る
こ
と
は
あ

り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

だ
か
ら
装
束
で
天
皇
・
上
皇
・
法
皇
は
峻
別
で
き
る
。
ま
た
元
服
以
後
の
皇
太
子

の
装
束
は
や
は
り
束
帯
と
御
引
直
衣
で
あ
り
、
御
引
直
衣
で
の
区
別
は
な
い
よ
う
だ

が
、
束
帯
で
は
位
砲
の
色
と
文
様
で
や
は
り
天
皇
と
皇
太
子
は
区
別
で
き
る
。
さ
ら

に
皇
太
子
・
天
皇
・
上
皇
と
も
に
元
服
以
前
(
未
成
年
)
は
い
ず
れ
の
装
束
で
も
被

り
物
は
被
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
「
天
皇
」
は
、
皇
太
子
・
天
皇
・
上
皇
・
法
皇
と

人
生
の
節
目
ご
と
に
装
束
が
変
化
し
、
人
生
が
装
束
で
追
跡
で
き
る
。

つ
ぎ
に
こ
う
し
た
「
天
皇
」
の
装
束
の
う
ち
束
帯
と
冠
直
衣
に
つ
い
て
基
礎
事
項

を
確
認
し
よ
う
。

@
「
天
皇
」
の
束
帯
と
冠
直
衣

④
束
帯

養
老
衣
服
令
に
は
礼
服
・
朝
服
・
制
服
の
三
種
類
の
公
服
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
、
皇
太
子
を
除
く
男
女
皇
族
と
男
女
初
位
以
上
の
律
令
官
人
(
武
官
は
無

位
も
含
む
)
が
「
朝
庭
公
事
」
(
日
常
公
務
)
で
着
用
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い

る
の
が
朝
服
で
あ
る
。
朝
服
は
律
令
制
下
の
皇
族
や
官
人
に
と
っ
て
も
っ
と
も
日
常

的
な
公
服
で
あ
り
、
男
子
の
朝
服
が
和
様
化
し
て
九
世
紀
末
頃
に
は
成
立
し
て
い
た

の
が
束
帯
で
あ
る
。

束
帯
と
は
皆
具
の
名
称
で
あ
り
、
被
り
物
・
肌
着
・
下
着
・
上
着
・
装
身
具
・
持

ち
物
・
履
き
物
が
す
べ
て
揃
っ
た
総
体
が
束
帯
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
着
用
者
の

立
場
や
条
件
で
、
一
口
に
束
帯
と
い
っ
て
も
様
々
な
区
別
が
あ
る
。

①
文
官
と
武
官
の
区
別
。
男
子
律
令
官
人
に
は
文
官
と
武
官
の
区
別
が
あ
り
、
文

官
と
武
官
で
構
成
要
素
の
種
類
や
構
造
が
一
部
相
違
し
た
。
な
お
、
成
人
以
後
の

「
天
皇
」
は
ど
の
段
階
で
も
文
官
様
式
で
あ
る
。

②
晴
儀
と
日
常
の
精
組
。
日
常
用
の
束
帯
は
晴
儀
用
の
束
帯
か
ら
一
部
の
構
成
要
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素
を
省
略
し
た
。
日
常
用
の
束
帯
を
楚
々
、
晴
儀
用
の
束
帯
を
物
具
と
い
い
、
成
人

以
後
の
「
天
皇
」
は
物
具
を
原
則
と
し
た
。

③
身
分
に
よ
る
区
別
。
身
分
に
よ
っ
て
構
成
要
素
の
材
質
・
色
・
文
様
な
ど
を
相

違
し
た
。
束
帯
の
区
別
の
う
ち
も
っ
と
も
重
要
か
つ
厳
格
な
区
別
で
あ
り
、
天
皇
と

臣
下
の
区
別
、
「
天
皇
」
各
段
階
の
区
別
も
こ
れ
に
よ
る
。
具
体
的
に
は
後
述
す
る
。

④
季
節
に
よ
る
区
別
。
束
帯
に
限
ら
ず
装
束
の
う
え
で
の
季
節
は
冬
と
夏
の
二
季

で
あ
り
、
冬
は
旧
暦
十
月
一
日

1
三
月
末
日
、
夏
は
旧
暦
四
月
一
日

1
九
月
末
日
で

あ
る
。
こ
の
冬
と
夏
で
構
成
要
素
の
材
質
・
色
・
文
様
な
ど
を
相
違
し
た
。
特
に
上

着
や
下
着
(
袴
を
の
ぞ
く
)
は
、
冬
は
裏
地
が
付
く
袷
で
あ
り
、
夏
は
材
質
が
薄
物
で
、

裏
地
の
付
か
な
い
一
重
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
「
天
皇
」
・
臣
下
と
も
に
同
様
で
あ
る
。

⑤
年
齢
に
よ
る
区
別
。
元
服
以
後
、
年
齢
に
よ
っ
て
若
年
・
壮
年
・
老
年
と
区
別

し
、
や
は
り
構
成
要
素
の
材
質
・
色
・
文
様
な
ど
を
相
違
し
た
。
こ
れ
も
や
は
り
束

帯
に
限
ら
な
い
区
別
で
あ
る
。
具
体
的
な
年
齢
は
、
若
年
は
元
服
(
十
三

1
三
歳
が

通
常
)
か
ら
二
十
歳
前
後
、
二
十
代
か
ら
四
十
歳
前
後
が
壮
年
、
そ
れ
以
後
が
老
年

で
、
宿
老
・
宿
徳
な
ど
と
も
い
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
年
齢
に
よ
る
区
別
は
慣
例
的

な
も
の
で
、
特
別
な
規
定
が
あ
る
厳
密
な
も
の
で
は
な
い
。
着
用
者
本
人
の
判
断
に

よ
る
部
分
が
大
き
く
、
同
年
齢
で
も
着
用
者
の
身
分
や
立
場
な
ど
に
よ
っ
て
相
違
し
、

「
天
皇
」
を
含
め
て
高
い
身
分
の
人
ほ
ど
実
際
よ
り
も
年
長
の
料
を
着
用
す
る
傾
向

に
あ
っ
た
。

⑥
時
代
に
よ
る
様
式
変
化
。
も
っ
と
も
大
き
い
変
化
は
十
二
世
紀
の
強
装
束
と
い

う
様
式
の
流
行
で
あ
り
、
束
帯
を
は
じ
め
と
す
る
以
後
の
公
家
装
束
は
強
装
束
様
式

を
基
本
と
し
て
推
移
し
た
。

こ
の
よ
う
に
着
用
者
の
立
場
や
条
件
で
様
々
な
区
別
の
あ
る
束
帯
で
あ
る
が
、
物

具
の
構
成
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。
被
り
物
は
冠
。
肌
着
は
、
本
来
は
大
口
と
単
で
、

強
装
束
以
降
は
大
口
と
単
の
下
に
肌
小
袖
を
着
用
し
た
。
下
着
は
相
・
打
衣
・
表
袴

・
下
襲
・
半
腎
。
上
着
は
位
砲
。
装
身
具
は
石
帯
と
魚
袋
で
、
持
ち
物
と
し
て
妨
・

帖
紙
・
扇
が
あ
る
。
こ
れ
に
武
官
と
勅
授
帯
剣
の
勅
許
を
得
た
文
官
が
鋼
を
侃
き
、

さ
ら
に
武
官
は
弓
箭
を
侃
帯
し
た
。
履
き
物
は
、
機
に
靴
ま
た
は
浅
沓
で
あ
る
。

こ
う
し
た
構
成
要
素
の
う
ち
身
分
規
定
は
肌
着
や
持
ち
物
を
の
ぞ
く
す
べ
て
の
構

成
要
素
に
存
在
し
た
が
、
そ
の
う
ち
で
も
特
に
身
分
規
定
が
厳
格
な
の
が
、
上
着
で

あ
る
位
砲
と
、
表
袴
・
下
襲
・
半
腎
の
下
着
類
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
身
分
規
定
が
厳

格
な
の
は
、
構
成
要
素
の
す
べ
て
を
着
用
し
て
も
明
確
に
外
見
で
き
る
か
ら
で
あ
る

が
、
じ
つ
は
位
砲
と
下
着
類
で
は
身
分
基
準
が
異
な
っ
て
い
た
。

ま
ず
位
砲
の
身
分
規
定
は
律
令
制
本
来
の
身
分
秩
序
で
あ
る
位
階
制
に
基
づ
い

た
。
つ
ま
り
朝
服
以
来
の
身
分
規
定
で
あ
り
、
位
階
ご
と
に
位
砲
の
色
が
異
な
っ
た
。

そ
の
位
階
ご
と
に
定
め
ら
れ
た
色
を
位
色
と
い
う
。
養
老
官
位
令
に
よ
れ
ば
、
皇
太

子
を
の
ぞ
く
親
王
・
内
親
王
に
は
一
品

1
四
品
、
王
・
女
王
に
は
一
位

1
五
位
、
男

女
諸
臣
(
臣
下
)
に
は
一
位

1
初
位
が
与
え
ら
れ
た
。
位
色
は
養
老
衣
服
令
に
よ
れ

ば
、
皇
族
は
、
親
王
・
内
親
王
す
べ
て
と
王
・
女
王
の
一
位
が
深
紫
、
そ
れ
以
下
は

浅
紫
。
諸
臣
は
、
一
位
は
深
紫
、
二
・
コ
一
位
は
浅
紫
、
四
位
は
深
緋
、
五
位
は
浅
緋
、

六
位
は
深
緑
、
七
位
は
浅
緑
、
八
位
は
深
標
、
初
位
は
浅
標
で
あ
る
。

し
か
し
、
同
色
の
深
浅
の
相
違
は
微
妙
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
下
位
者
が
上
位
者

の
位
色
を
希
求
す
る
人
情
か
ら
、
奈
良
朝
以
来
、
位
色
は
総
体
に
濃
く
な
る
傾
向
に

あ
り
、
十
世
紀
以
降
は
、
皇
族
と
諸
臣
四
位
以
上
は
黒
、
五
位
は
深
緋
、
六
位
以
下

は
深
緑
(
平
安
末
期
に
は
深
標
)
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
。

一
方
、
下
着
類
の
身
分
規
定
は
、
九
世
紀
末
頃
に
成
立
し
た
公
卿
・
殿
上
人
・
諸

大
夫
(
地
下
)
と
い
う
新
し
い
身
分
秩
序
に
基
づ
き
、
特
に
公
卿
以
上
と
殿
上
人
以

下
で
区
別
さ
れ
た
。
殿
上
人
と
は
、
四
位
・
五
位
の
う
ち
で
、
内
裏
の
な
か
の
天
皇

日
常
生
活
の
場
で
あ
る
清
涼
殿
の
南
廟
殿
上
聞
に
昇
殿
す
る
こ
と
を
勅
許
さ
れ
た

人
々
と
、
職
掌
上
昇
殿
で
き
る
五
位
・
六
位
の
蔵
人
を
含
む
階
層
で
、
蔵
人
頭
の
指

揮
の
下
で
、
宿
直
・
陪
膳
を
は
じ
め
と
す
る
天
皇
身
辺
の
雑
務
に
従
っ
た
。
こ
の
殿

上
人
を
経
て
昇
進
し
た
の
が
、
当
時
の
国
政
審
議
官
で
あ
る
公
卿
で
あ
り
、
三
位
以

上
と
四
位
の
参
議
を
含
む
階
層
で
あ
る
。
む
ろ
ん
公
卿
も
昇
殿
勅
許
者
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
、
四
位
・
五
位
の
昇
殿
不
勅
許
者
が
諸
大
夫
で
あ
り
、
蔵
人
を
の
ぞ
く
六
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位
以
下
(
平
安
中
期
以
降
、
七
位
以
下
は
実
質
的
に
は
任
命
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

六
位
と
無
位
)
を
含
め
て
地
下
と
な
る
。

こ
う
し
た
新
し
い
身
分
秩
序
に
基
づ
く
下
着
類
の
身
分
規
定
の
要
点
は
、
簡
潔
に

い
え
ば
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。
束
帯
の
上
着
や
下
着
類
の
生
地
は
絹
地
(
動
物
繊
維
)

で
あ
る
が
、
公
卿
以
上
は
、
袷
の
表
地
や
夏
の
薄
物
に
有
文
の
絹
地
(
綾
等
)
を
使

用
で
き
、
殿
上
人
以
下
は
無
文
の
絹
地
(
平
絹
等
)
し
か
使
用
で
き
な
い
と
い
う
点

で
あ
る
。

位
砲
の
位
色
も
下
着
類
の
生
地
も
、
下
位
者
が
上
位
者
の
料
を
使
用
す
る
こ
と
は

禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
下
位
者
に
と
っ
て
位
色
を
含
め
た
上
位
者
の
生
地
を
禁
色
と
い

ぅ
。
し
か
し
、
下
着
類
の
禁
色
は
、
勅
許
に
よ
っ
て
殿
上
人
以
下
で
の
使
用
も
可
能

で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
位
色
の
倦
越
は
け
っ
し
て
許
さ
れ
な
い
。
こ
れ
は
下
着

類
の
禁
色
が
新
し
い
身
分
秩
序
に
基
づ
き
、
上
着
の
禁
色
が
律
令
制
以
来
の
位
階
制

に
基
づ
く
た
め
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
身
分
規
定
の
二
重
構
造
こ
そ
束
帯
の
身
分
制

の
重
要
な
特
徴
で
あ
る
。

こ
の
束
帯
の
身
分
規
定
の
二
重
構
造
は
、
天
皇
と
上
皇
以
下
臣
下
の
束
帯
の
区
別

に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
下
着
類
は
、
天
皇
と
そ
れ
以
外
で
一
部
の
文
様
の

相
違
を
の
ぞ
い
て
原
則
的
に
相
違
は
な
い
。
下
着
類
の
禁
色
は
ま
さ
に
天
皇
を
含
む

公
卿
以
上
の
身
分
の
も
の
な
の
で
あ
り
、
天
皇
「
ミ
ウ
チ
」
の
象
徴
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
位
砲
に
は
天
皇
と
皇
太
子
に
は
そ
れ
ぞ
れ
限
定
の
色
と
文
様
が
あ

り
、
上
皇
以
下
臣
下
の
位
抱
と
は
厳
密
に
区
別
さ
れ
た
。
天
皇
の
そ
れ
は
黄
櫨
染
と

[装束からみた天皇の人生] ー近藤好和

桐
竹
鳳
風
文
様
で
あ
る
。

黄
櫨
染
と
は
櫨
と
蘇
芳
を
混
ぜ
て
染
め
た
茶
褐
色
に
近
い
色
で
あ
る
。
も
っ
と
も

こ
れ
は
律
令
制
以
来
の
規
定
で
は
な
い
。
日
本
の
律
令
制
に
は
天
皇
に
関
す
る
規
定

が
な
く
、
養
老
衣
服
令
に
も
天
皇
の
規
定
は
な
い
。
天
皇
の
礼
服
・
朝
服
が
規
定
さ

れ
た
の
は
弘
仁
十
一
年
(
八
二

O
)
で
あ
り
、
そ
の
時
に
規
定
さ
れ
た
朝
服
(
正
確

に
は
そ
の
上
着
で
あ
る
抱
)
が
「
黄
櫨
染
衣
」
で
あ
る
。
以
後
、
黄
櫨
染
が
天
皇
の

位
色
と
な
っ
た
。

桐
竹
鳳
風
文
様
は
そ
の
名
の
通
り
桐
・
竹
・
鳳
風
に
よ
る
文
様
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
文
様
が
天
皇
限
定
の
文
様
と
な
っ
た
の
は
黄
櫨
染
の
制
定
よ
り
も
さ
ら
に
遅
く

延
喜
七
年
(
九

O
七
)
以
降
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
本
来
の
桐
竹
鳳
風
文
様

は
桐
・
竹
・
鳳
風
の
総
文
様
で
あ
っ
た
が
、
鎌
倉
時
代
以
降
は
、
桐
・
竹
・
鳳
風
に

蝦
麟
を
加
え
て
箱
形
に
納
め
、
そ
れ
を
生
地
に
飛
び
丈
と
し
た
文
様
に
変
化
し
た
。

な
お
、
天
皇
は
略
儀
で
は
桐
竹
鳳
風
文
様
の
青
色
砲
を
着
用
し
た
。
青
色
は
紫
根

と
刈
安
を
混
ぜ
て
染
め
た
黄
緑
に
近
い
色
で
あ
る
。
た
だ
し
、
青
色
は
天
皇
限
定
で

は
な
く
、
天
皇
と
は
文
様
を
異
に
す
る
青
色
砲
は
臣
下
も
着
用
し
た
。

一
方
、
皇
太
子
限
定
の
色
と
文
様
と
は
、
黄
丹
と
六
花
形
唐
鳥
文
様
で
あ
る
。
黄

丹
は
支
子
と
紅
花
を
混
ぜ
て
染
め
た
オ
レ
ン
ジ
に
近
い
色
で
あ
り
、
養
老
衣
服
令
規

定
の
礼
服
以
来
の
皇
太
子
の
位
色
で
あ
る
。
六
花
形
唐
鳥
文
様
は
、
六
花
形
の
な
か

に
唐
烏
を
配
し
た
文
様
で
、
案
中
烏
丸
文
様
・
鴛
驚
丸
文
様
な
ど
と
も
い
っ
た
。

上
皇
に
は
位
色
は
な
い
。
櫨
と
茜
を
混
ぜ
て
染
め
た
赤
色
(
赤
白
橡
と
も
)
や
青

色
・
黒
な
ど
を
適
宜
用
い
、
文
様
も
案
中
桐
竹
・
八
曜
菊
・
尾
長
烏
唐
草
な
ど
を
用

、母，
-
0

・hv
ナ
ム⑧

冠
直
衣

次
は
冠
直
衣
で
あ
る
。
直
衣
は
主
に
公
卿
以
上
が
着
用
し
た
私
服
で
あ
り
、
私
服

と
し
て
は
烏
帽
子
を
被
っ
た
が
、
冠
を
被
れ
ば
公
服
と
な
り
、
特
に
雑
抱
宣
旨
に
よ
っ

て
勅
許
を
得
れ
ば
冠
直
衣
で
の
日
常
の
参
内
が
可
能
と
な
っ
た
。

冠
直
衣
の
構
成
は
、
被
り
物
は
冠
。
肌
着
は
、
本
来
は
下
袴
に
単
で
、
強
装
束
以

降
は
下
袴
と
単
の
下
に
や
は
り
肌
小
袖
を
着
用
し
た
。
下
着
は
相
と
指
貫
だ
け
で
、

相
は
省
略
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
上
着
は
雑
抱
。
扇
を
持
ち
、
素
足
に
浅
沓
を
履
い

た
。
な
お
、
烏
帽
子
直
衣
は
被
り
物
を
烏
帽
子
に
替
え
る
だ
け
で
あ
る
。

雑
砲
と
は
位
色
に
よ
る
身
分
規
定
の
な
い
袖
の
こ
と
で
、
冬
は
袷
で
、
表
地
は
白

の
綾
、
文
様
は
本
来
は
唐
花
丸
で
、
鎌
倉
時
代
以
降
は
臥
蝶
丸
に
変
化
し
た
。
裏
地

は
二
藍
の
平
絹
で
あ
り
、
表
地
の
白
に
裏
地
の
三
藍
を
透
か
し
て
襲
ね
色
と
し
た
。
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夏
は
一
重
で
、
穀
紗
と
い
う
薄
物
を
用
い
、
色
は
二
藍
で
、
文
様
は
三
重
棒
で
あ
っ
た
。

二
藍
は
藍
と
紅
花
の
二
度
染
め
に
よ
る
色
で
あ
る
。
藍
染
め
だ
け
で
は
標
で
あ
り
、

紅
花
染
め
だ
け
で
は
紅
で
あ
る
が
、
両
者
の
二
度
染
め
で
紫
系
統
の
色
と
な
っ
た
。

紅
(
く
れ
な
い
)
は
呉
藍
(
く
れ
あ
い
)
の
音
便
で
あ
る
か
ら
二
藍
と
い
う
。
た
だ

し
、
藍
と
紅
花
の
割
合
に
よ
っ
て
染
め
上
が
り
の
色
が
変
化
し
、
紅
花
の
割
合
が
多

い
順
に
蘇
芳
・
薄
色
・
紫
・
標
な
ど
と
変
化
し
た
。

そ
し
て
、
雑
砲
の
二
藍
は
、
紅
花
の
割
合
が
多
い
紅
勝
り
の
二
藍
は
若
年
が
使
用

し
、
藍
の
割
合
が
多
い
藍
勝
り
の
二
藍
を
壮
年
が
使
用
し
、
藍
勝
り
の
二
藍
も
加
齢

と
と
も
に
薄
く
浅
葱
と
な
り
、
老
年
に
は
、
何
も
染
め
な
い
白
と
な
っ
た
。
こ
れ
を

冬
の
雑
抱
の
襲
ね
色
で
い
え
ば
、
若
年
か
ら
老
年
で
順
に
紅
梅
・
桜
・
薄
色
・
柳
・

白
襲
ね
な
ど
と
変
化
し
た
。

な
お
、
冬
の
位
抱
・
雑
砲
は
、
頚
上
・
左
右
鰭
袖
・
欄
の
部
分
は
裏
地
を
付
け
ず

に
、
表
地
を
縁
で
折
り
返
し
て
裏
地
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
冬
の
雑
砲
は
こ
の
四
箇

所
が
白
襲
ね
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
冬
の
雑
抱
を
四
白
と
も
い
う
。
た
だ
し
、
絵
画
で

は
四
白
が
必
ず
し
も
正
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
特
に
欄
は
白
襲
ね

に
描
か
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

ま
た
、
雑
抱
の
文
様
は
、
冬
は
若
年
は
文
様
が
小
型
の
繁
文
の
浮
織
物
、
壮
年
は

の
園
地
綾
で
あ
り
、
老
年
は
無
文
(
無
文
綾
や

文
様
が
大
き
い
大
文
(
遠
文
と
も
)

平
絹
)
と
な
っ
た
。

こ
う
し
た
雑
砲
に
合
わ
せ
る
指
貫
は
冬
・
夏
問
わ
ず
袷
で
あ
り
、
公
卿
以
上
の
表

地
は
綾
で
、
や
は
り
年
齢
に
応
じ
て
文
様
と
色
が
変
化
し
た
。
若
年
か
ら
老
年
で
、

色
は
紫
・
緯
白
(
経
糸
紫
・
緯
糸
白
の
織
色
)
・
練
・
浅
葱
・
白
と
変
化
し
、
文
様

は
浮
織
物
の
繁
文
か
ら
園
地
綾
の
大
丈
、
さ
ら
に
無
文
へ
と
変
化
し
た
。
繁
文
で
一

般
的
な
の
は
烏
棒
文
様
で
あ
り
、
大
文
は
八
藤
丸
文
様
が
一
般
的
で
、
平
安
期
に
は

唐
花
丸
文
様
も
用
い
た
よ
う
で
あ
る
。

つ
ま
り
直
衣
は
雑
抱
や
指
貫
の
色
や
文
様
で
大
ま
か
な
年
齢
が
判
断
で
き
る
。
し

か
し
、
こ
う
し
た
年
齢
に
よ
る
区
別
が
厳
密
な
も
の
で
は
な
く
、
着
用
者
の
判
断
に

よ
る
部
分
が
大
き
く
、
ま
た
身
分
よ
っ
て
も
相
違
す
る
こ
と
は
束
帯
の
と
こ
ろ
で
ふ

れ
た
と
お
り
で
あ
る
。

以
上
が
臣
下
の
冠
直
衣
で
あ
り
、
上
皇
は
こ
れ
に
準
じ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
天
皇

の
御
引
直
衣
は
下
袴
と
指
貫
を
着
用
せ
ず
、
代
わ
り
に
女
性
用
の
袴
で
あ
る
赤
地
無

文
の
長
袴
を
着
用
す
る
の
を
特
概
と
し
た
。
ま
た
肌
着
・
下
着
は
単
・
相
・
打
衣
な

ど
で
あ
る
が
、
着
用
法
は
、
こ
れ
ら
を
長
袴
に
着
込
め
ず
、
雑
抱
と
と
も
に
打
ち
掛

け
る
だ
け
が
本
来
で
あ
っ
た
。
打
ち
掛
け
て
雑
砲
な
ど
の
裾
を
後
に
引
く
か
ら
御
引

直
衣
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
に
は
、
御
引
直
衣
で
も
長
袴
の
下
に
肌
小
袖
を
着
用
し
、

雑
砲
も
腰
に
当
帯
を
し
て
懐
を
作
っ
て
着
用
す
る
な
ど
一
部
に
変
化
が
生
じ
た
が
、

い
ず
れ
に
し
ろ
こ
う
し
た
御
引
直
衣
が
天
皇
日
常
の
姿
で
あ
つ
が
r

な
お
、
御
引
直
衣
の
雑
砲
は
、
冬
は
文
様
が
小
葵
文
様
と
な
る
以
外
は
色
は
臣
下

と
同
様
で
あ
り
、
夏
は
色
も
文
様
も
臣
下
と
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
天

皇
が
下
袴
と
指
貫
を
着
用
し
、
臣
下
と
同
様
の
冠
直
衣
姿
と
な
る
の
は
、
十
一
月
の

五
節
帳
台
試
(
五
節
参
入
)
な
ど
の
ご
く
限
ら
れ
た
行
事
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
時
の

指
貫
の
文
様
は
案
に
薮
文
様
で
あ
っ
(
的
。
し
た
が
っ
て
、
臣
下
と
同
様
の
冠
直
衣
姿

で
も
指
貫
の
文
様
を
み
れ
ば
天
皇
か
ど
う
か
が
判
断
で
き
た
。

つ
ぎ
に
以
上
で
述
べ
た
「
天
皇
」
装
束
を
絵
画
資
料
で
確
認
し
よ
う
。
素
材
は
宮

内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
所
蔵
(
量
殊
院
旧
蔵
)
『
天
子
摂
関
御
影
』
「
天
子
巻
」
(
以
下
、

「
天
子
巻
」
と
す
る
)

で
あ
る
。

@
「
天
子
巻
」
の
「
天
皇
」
装
束

①
各
「
天
皇
」
の
装
束

「
天
子
巻
」
に
描
か
れ
て
い
る
「
天
皇
」
は
二
十
一
名
で
、
在
位
の
ま
ま
崩
御
し

て
上
皇
に
な
っ
て
い
な
い
天
皇
も
ふ
く
め
て
す
べ
て
に
院
号
が
注
記
さ
れ
て
お
り
、

画
像
が
誰
に
該
当
す
る
か
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
「
鳥
羽
院
」
か
ら
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「
後
醍
醐
院
」
ま
で
の
二
十
名
と
、
「
今
上
〈
二
十
五
、
康
安
二
〉
」
の
注
記
が
あ
り
、

後
光
厳
天
皇
と
わ
か
る
一
名
で
あ
る
。
な
お
、
鳥
羽
か
ら
後
醍
醐
ま
で
の
歴
代
天
皇

の
う
ち
近
衛
天
皇
・
六
条
天
皇
・
安
徳
天
皇
・
仲
恭
天
皇
の
四
人
は
描
か
れ
て
い
な

-v 
「
天
子
巻
」
を
含
め
た
「
天
皇
」
画
像
と
い
う
と
、
こ
れ
ま
で
は
面
貌
表
現
ば
か

り
に
関
心
が
向
き
、
装
束
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
関
心
が
向
け
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
に
画
像
が
天
皇
姿
か
上
皇
姿
か
と
い
っ
た
基
本
的
な
問
題
に
つ
い
て
さ
え

無
頓
着
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
な
か
で
、
「
天
子
巻
」
の
「
天
皇
」
装
束
に
つ
い
て
は
鈴
木
敬
三
氏
の

論
考
が
札
予
基
本
的
に
は
鈴
木
氏
の
論
考
に
尽
く
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
鈴
木

氏
の
論
考
を
参
考
に
し
つ
つ
、
筆
者
の
見
解
を
加
味
し
な
が
ら
改
め
て
「
天
子
巻
」

の
「
天
皇
」
装
束
を
み
て
い
き
た
い
。

な
お
、
「
天
子
巻
」
に
つ
い
て
は
、
現
在
補
修
準
備
中
と
い
う
こ
と
で
、
原
本
の

熟
覧
調
査
は
叶
わ
な
か
っ
た
が
、
写
真
原
板
の
閲
覧
は
叶
っ
た
の
で
、
今
回
は
写
真

原
板
に
よ
っ
た
。
ま
た
、
本
稿
は
「
天
子
巻
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
論
考
で
は
な

い
の
で
、
「
天
子
巻
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。
し

か
し
、
奥
書
に
よ
れ
ば
巻
末
の
花
園
院
と
後
醍
醐
院
は
絵
・
注
記
と
も
に
他
と
は
別

筆
で
あ
り
、
ま
た
す
べ
て
の
「
天
皇
」
が
粉
本
に
よ
り
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
。

で
は
、
描
か
れ
て
い
る
順
に
み
て
い
こ
う
。
な
お
、
生
没
・
在
位
・
落
飾
・
配
流

の
年
を
記
し
、
年
齢
は
い
ず
れ
も
数
え
年
で
あ
る
。

①
鳥
羽
院

生
没

康
和
五
年
(
一
一

O
一二

)
1保
元
元
年
(
一
一
五
六
)

享
年
五
十
四
歳

在
位

嘉
祥
二
年
(
一
一

O
七

)
1保
安
四
年
(
一
三
三
一
)

譲
位
二
十
一
歳

永
治
元
年
(
一
一
四
二

三
十
九
歳

落
飾

-
僧
綱
襟
を
立
て
た
青
鈍
地
小
菊
コ
一
盛
文
様
の
袖
(
法
衣
の
上
着
も
抱
と
い
う
)
に
、

八
藤
丸
文
様
の
指
貫
を
着
用
し
、
香
地
無
文
の
五
条
袈
裟
を
左
肩
に
掛
け
た
法
皇
姿

で
あ
る
(
図

l
)
。
こ
う
し
た
法
体
装
束
を
鈍
色
と
い
う
。
た
だ
し
、
鈍
色
は
寄
せ

襲
を
入
れ
た
裳
を
腰
に
着
用
す
る
が
、
裳
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
指
貫
の
色
は
、
鈴

木
氏
は
薄
香
色
と
す
る
が
、
写
真
原
板
を
詳
細
に
観
察
す
る
と
、
そ
れ
は
彩
色
の
剥

落
の
た
め
の
よ
う
で
、
浅
葱
色
が
僅
か
に
確
認
で
き
る
。
つ
ま
り
本
来
は
の
ち
に
み

る
後
白
河
院
と
同
じ
く
青
朽
葉
色
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
八
藤
丸
文
様
も
わ
ず
か
に
残

る
程
度
で
あ
る
。
な
お
、
画
像
の
向
き
は
巻
頭
の
鳥
羽
院
の
み
が
左
を
向
き
、
ほ
か

は
す
べ
て
右
向
き
で
あ
る
。

②
崇
徳
院

生
没

元
永
二
年
(
一
一
一
九

)
1長
寛
二
年
(
一
二
ハ
四
)

享
年
四
十
六
歳

在
位

保
安
四
年
(
一
一
二
コ
二

1
永
治
元
年
(
一
一
四
一
)

譲
位
二
十
三
歳

落
飾
・
配
流

三
十
八
歳

保
元
元
年
(
一
一
五
六
)

・
冬
の
冠
直
衣
に
よ
る
上
皇
姿
。
冠
は
有
文
(
四
菱
文
様
)
。
白
地
臥
蝶
丸
文
様
の

雑
砲
に
白
地
八
藤
丸
文
様
の
指
貫
を
着
用
し
た
冬
の
冠
直
衣
に
よ
る
上
皇
姿
(
図

1
)
。
雑
袖
・
指
貫
と
も
に
彩
色
の
剥
落
が
激
し
い
が
白
地
と
判
断
で
き
る
。
雑
砲

が
白
地
で
あ
る
の
は
白
襲
ね
を
表
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
白
襲
ね
の
雑
砲
に
白

地
の
指
貫
は
老
年
の
姿
で
あ
る
。

③
後
白
河
院

大
治
二
年
(
一
二
一
七

)
1建
久
三
年
(
一
一
九
二
)

生
没

享
年
六
十
六
歳

在
位

久
寿
二
年
(
一
一
五
五

)
1保
元
三
年
(
一
一
五
八
)

譲
位
三
十
二
歳

嘉
応
元
年
(
一
一
六
九
)

・
僧
綱
襟
を
立
て
た
青
鈍
地
小
菊
文
様
の
袖
に
、
青
朽
葉
地
八
藤
丸
文
様
の
指
貫
を

着
用
し
、
香
地
無
文
の
五
条
袈
裟
を
左
肩
に
掛
け
た
鈍
色
に
よ
る
法
皇
姿
(
図

2
)
。

指
貫
に
は
八
藤
丸
文
様
が
明
瞭
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
丸
文
様
の
指
貫
が
大
文
の

指
貫
で
あ
る
。
剥
落
し
て
い
る
が
鳥
羽
院
・
崇
徳
院
の
指
貫
も
大
丈
で
あ
る
。

落
飾

四
十
三
歳

④
二
条
院

生
没

康
治
二
年
(
一
一
四
一
二

)
1永
万
元
年
(
一
一
六
五
)
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享
年
二
十
三
歳

在
位

保
元
コ
一
年
(
一
一
五
八

)
1永
万
元
年
(
一
一
六
五
)

譲
位
二
十
三
歳

-
有
文
の
冠
を
被
り
、
小
葵
文
様
の
雑
砲
に
赤
地
無
文
の
長
袴
を
着
用
し
た
冬
の
御

引
直
衣
に
よ
る
天
皇
姿
(
図

2
)
。
雑
砲
は
左
右
の
鰭
袖
と
頚
上
を
白
地
に
、
そ
の

他
は
標
地
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
表
地
が
白
地
で
、
白
地
の
左
右
の
鰭
袖
と

頚
上
は
そ
の
表
地
を
折
り
返
し
て
白
襲
ね
と
し
た
四
白
で
あ
り
(
欄
は
描
か
れ
て
い

な
い
て
標
地
の
部
分
は
表
地
の
白
地
に
裏
地
の
二
藍
が
透
け
て
い
る
こ
と
を
表
現

し
た
も
の
で
あ
る
。
表
地
に
透
け
た
二
藍
が
標
に
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
二
藍
が
濃
い
藍
勝
り
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
以
下
、
「
天
子
巻
」
で
は
、

御
引
直
衣
に
限
ら
な
い
す
べ
て
の
雑
砲
が
(
つ
ぎ
の
今
上
は
の
ぞ
く
)
、
表
地
の
白

地
に
裏
地
の
二
藍
を
透
か
し
た
四
白
に
描
か
れ
て
い
る
。
な
お
、
雑
砲
の
小
葵
文
様

は
や
や
崩
れ
た
描
写
で
あ
る
。

⑤
今
上

生
没

暦
応
一
冗
年
(
二
一
一
三
八

)
1応
安
七
年
(
一
三
七
四
)

享
年
三
十
七
歳

在
位

文
和
元
年
(
一
三
五
二

)
1応
安
四
年
(
一
三
七
二譲

位
三
一
十
四
歳

-
有
文
の
冠
を
被
り
、
茶
褐
色
地
無
文
の
雑
砲
に
、
赤
地
無
文
の
長
袴
を
着
用
し

た
御
引
直
衣
に
よ
る
天
皇
姿
(
図

3
)
。
す
で
に
ふ
れ
た
注
記
か
ら
、
後
光
厳
天
皇

二
十
五
歳
の
在
位
中
の
姿
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
雑
砲
は
そ
の
色
か
ら
黄
櫨
染
を

思
わ
せ
る
が
無
文
で
あ
り
、
鈴
木
氏
に
よ
れ
ば
、
凶
色
で
あ
る
香
染
ま
た
は
柑
子
色

の
凶
事
用
の
雑
砲
で
あ
り
、
康
安
二
年
(
一
三
六
二
)
五
月
に
崩
御
し
た
宣
政
門
院

憧
子
内
親
王
の
服
喪
に
関
係
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
法
要
仏
事
の
際
の
姿
と
い
一
切
o

な
お
、
鈴
木
氏
は
、
こ
の
雑
砲
を
夏
の
料
と
す
る
。
こ
れ
は
服
喪
の
時
期
が
夏
で
あ

る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
夏
の
料
な
ら
ば
薄
物
が
原
別
で
あ
る
が
、
写
真
原
板

で
確
認
す
る
限
り
は
薄
物
で
あ
る
確
認
は
取
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
冬
の
科
な
ら

ば
、
雑
砲
の
四
白
と
同
じ
く
、
頚
上
・
左
右
鰭
袖
・
欄
の
部
分
は
表
地
を
折
り
返
し

て
裏
地
に
す
る
た
め
、
描
写
が
正
確
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
部
分
は
他
の
部
分
と
同
色

な
が
ら
濃
く
描
写
す
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
濃
く
は
描
写
さ
れ
て
い
な
い
か
ら

夏
の
科
で
あ
る
と
い
う
判
断
も
で
き
よ
う
。

⑥
高
倉
院

生
没

応
保
元
年
(
一
一
六
一

)
1養
和
元
年
(
一
一
八
一
)

享
年
二
十
一
歳

在
位

仁
安
三
年
(
一
一
六
八

)
1治
承
四
年
(
一
一
八

O
)

譲
位
三
十
歳

-
有
丈
の
冠
を
被
り
、
箱
形
桐
竹
鳳
風
文
様
の
黄
櫨
染
の
位
抱
を
着
用
し
た
冬
の
束

帯
に
よ
る
正
装
の
天
皇
姿
(
図

4
)
。
背
後
に
引
く
下
襲
の
裾
は
、
白
地
臥
蝶
丸
文

様
の
表
地
に
濃
蘇
芳
地
の
裏
地
を
合
わ
せ
た
冬
の
料
で
あ
る
。
こ
の
下
襲
の
表
裏
の

配
色
を
蹄
燭
襲
ね
と
い
い
、
天
皇
以
下
冬
の
尋
常
の
配
色
で
あ
る
が
、
表
地
の
文
様

は
、
天
皇
は
小
葵
文
様
で
あ
り
、
臥
蝶
丸
文
様
は
臣
下
公
卿
以
上
の
文
様
で
あ
る
た

め
、
す
で
に
鈴
木
氏
の
指
摘
が
あ
る
が
、
故
実
に
誤
り
が
あ
る
。
ま
た
、
裏
地
の
文

様
は
、
天
皇
は
縦
菱
、
臣
下
公
卿
以
上
は
横
菱
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
省
略
さ
れ
、
右

手
に
持
つ
べ
き
坊
も
省
略
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
束
帯
を
着
用
し
て
胡
座
す
る
と
、

欄
か
ら
は
み
出
し
た
表
袴
の
裾
と
機
を
履
い
た
足
先
が
み
え
る
の
が
自
然
で
あ
る

が
、
そ
れ
ら
も
省
略
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
故
実
の
誤
り
と
略
筆
は
「
天
子
巻
」

の
束
帯
す
べ
て
に
共
通
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
画
像
右
肩
の
部
分
の
箱
形
桐
竹
鳳
風

文
様
は
他
の
文
様
と
は
天
地
が
逆
に
な
っ
て
い
る
。
鈴
木
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
箱

形
桐
竹
鳳
風
文
様
が
正
面
は
正
位
置
で
、
背
面
は
肩
で
折
り
返
し
て
天
地
が
逆
に
な

る
の
を
忠
実
に
描
写
し
て
い
る
た
め
と
い
う
。
こ
れ
が
近
世
以
降
は
、
背
面
の
桐
竹

鳳
風
文
様
も
正
位
置
に
な
る
よ
う
に
、
織
り
の
段
階
で
背
面
部
分
は
正
面
部
分
と
は

文
様
を
天
地
逆
に
し
、
現
在
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。

⑦
後
鳥
羽
院

生
没

治
承
四
年
(
一
一
八

O
)
1延
応
元
年
(
一
二
三
九
)

享
年
六
十
歳

在
位

寿
永
二
年
(
一
一
八
一
一
一

)
1建
久
九
年
(
一
一
九
八
)

譲
位
十
九
歳
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落
飾
・
配
流
承
久
コ
一
年
(
一
一
一
一
一
一
)

・
立
烏
帽
子
を
被
り
、
白
地
臥
蝶
丸
文
様
の
表
地
に
二
藍
の
裏
地
を
透
か
し
た
四
白

四
十
二
歳

の
雑
抱
(
欄
は
白
襲
ね
に
描
い
て
い
な
い
)
に
、
丸
文
様
の
指
貫
を
着
用
し
た
冬
の

烏
帽
子
直
衣
に
よ
る
上
皇
姿
(
図

4
)
。
雑
砲
の
表
地
に
透
け
る
二
藍
は
繰
よ
り
も

薄
い
浅
葱
に
描
か
れ
て
お
り
、
裏
地
が
薄
い
藍
勝
り
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

指
貫
は
剥
落
が
激
し
く
、
色
は
浅
葱
地
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
そ
れ
が
本
来
か
ら
浅

葱
地
か
標
地
の
剥
落
で
あ
る
か
は
写
真
原
板
で
は
判
断
し
難
か
っ
た
。
ま
た
そ
の
文

様
も
剥
落
で
分
か
り
づ
ら
い
が
、
八
藤
丸
文
様
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
立

烏
帽
子
は
尋
常
よ
り
も
大
き
く
敬
を
作
り
、
鈴
木
氏
に
よ
れ
ば
風
流
の
被
り
方
と
い

、叶ノ。⑧
土
御
門
院

生
没

建
久
六
年
(
一
一
九
五
)

j
寛
喜
三
年
(
一
二
三
一
)

享
年
三
十
七
歳

在
位

建
久
九
年
(
一
一
九
八

)
1承
一
冗
四
年
(
一
一
一
一

O
)

譲
位
十
六
歳

承
久
元
年
(
一
一
一
一
一
一
)

二
十
七
歳

配
流

寛
喜
三
年
(
一
二
三
二

三
十
七
歳

落
飾

・
有
文
の
冠
を
被
り
、
白
地
臥
蝶
丸
文
様
の
表
地
に
二
藍
の
裏
地
を
透
か
し
た
四
白

上の
皇雑
姿抱

図
5 紫
τ 地
叫烏
本庄 主属1

理支
り様
表 l

型Z
透室長
り文
匂の
一指
藍貫
がを
標着
で用
あし
りた

久

その
の冠
二直
藍衣
がに
濃よ
いる

藍
勝
り
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

⑨
順
徳
院

生
没

建
久
八
年
(
一
一
九
七

)
1仁
泊
三
年
(
一
二
四
二
)

享
年
四
十
六
歳

在
位

承
元
四
年
(
一
二
一

O
)
1承
久
三
年
(
一
一
一
一
一
一
)

譲
位
二
十
五
歳

承
久
三
年
(
一
二
一
一
一
)

二
十
五
歳

配
流

-
有
丈
の
冠
を
被
り
、
白
地
臥
蝶
丸
文
様
の
表
地
に
二
藍
の
裏
地
を
透
か
し
た
四
白

の
雑
砲
に
、
標
地
八
藤
丸
文
様
の
指
貫
を
着
用
し
た
冬
の
冠
直
衣
に
よ
る
上
皇
姿
(
図

5
)
。
表
地
に
透
け
る
こ
藍
は
標
に
描
か
れ
て
い
る
。

⑩
後
高
倉
院

生
没

治
承
三
年
(
一
一
七
九

)
1貞
応
二
年
(
一
一
一
二
三
)

享
年
四
十
五
歳

落
飾

建
暦
二
年
(
一
二
三
一
)

=
一
十
四
歳

院
号
宣
下

承
久
三
一
年
(
一
一
一
一
一
一
)

四
十
三
歳

-
後
白
河
院
同
様
の
鈍
色
に
よ
る
法
皇
姿
(
図

6
)
。
た
だ
し
、
砲
の
文
様
は
鳥
羽

院
と
同
じ
小
菊
三
盛
文
様
で
あ
る
。

⑪
後
堀
河
院

生
没

建
暦
二
年
(
一
一
一
一
一
一

)
1天
福
二
年
(
一
二
三
四
)

享
年
二
十
三
歳

在
位

承
久

年

貞
永
7じ
年

譲
位
二
十
一
歳

⑫
四
条
院

順
徳
院
同
様
の
冬
の
冠
直
衣
に
よ
る
上
皇
姿
(
図

6
)
0

生
没

寛
喜
三
年
(
一
二
三
一

)
1仁
治
コ
一
年
(
一
二
四
二
)

享
年
十
二
歳

在
位

貞
永
元
年
(
一
二
一
三
二

1
仁
治
三
年
(
一
二
四
二
)

譲
位
十
二
歳

(
一
二
四
一
)

-
三
条
院
同
様
の
冬
の
御
引
直
衣
に
よ
る
天
皇
姿
(
図

7
)
。
四
条
院
は
仁
治
二
年

一
月
に
元
服
し
て
お
(
旬
、
そ
れ
以
降
翌
年
一
月
の
崩
御
ま
で
の
一
年

聞
の
姿
で
あ
る
。

⑬
後
嵯
峨
院

生
没

承
久
二
年
(
一
二
二

O
)
1文
永
九
年
(
一
二
七
二
)

享
年
五
十
三
歳

在
位

仁
泊
三
年
(
一
二
四
二

)
1寛
元
四
年
(
一
二
四
六
)

譲
位
二
十
七
歳

文
永
五
年
(
一
二
六
八
)

・
立
烏
帽
子
を
被
り
、
白
地
臥
蝶
丸
丈
様
の
表
地
に
二
藍
の
裏
地
を
透
か
し
た
四
白

落
飾

四
十
九
歳

の
雑
砲
に
、
標
地
八
藤
丸
文
様
の
指
貫
を
着
用
し
た
冬
の
烏
帽
子
直
衣
に
よ
る
上
皇

姿
(
図

7
)
。
表
地
に
透
け
る
二
藍
は
、
後
鳥
羽
院
よ
り
も
濃
く
標
に
描
か
れ
て
い
る
。
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⑭
後
深
草
院

生
没

寛
元
元
年
(
一
二
四
三

)
1嘉
元
二
年
(
二
二

O
四
)

享
年
六
十
二
歳

在
位

寛
元
四
年
(
一
二
四
六
)

j
正
元
元
年
(
一
二
五
九
)

譲
位
二
十
七
歳

落
飾

正
応
三
年
(
一
二
九

O
)

四
十
八
歳

-
立
烏
帽
子
を
被
り
、
白
地
臥
蝶
丸
文
様
の
表
地
に
二
藍
の
裏
地
を
透
か
し
た
四
白

の
雑
砲
に
、
標
地
八
藤
丸
文
様
の
指
貫
を
着
用
し
た
冬
の
烏
帽
子
直
衣
に
よ
る
上
皇

姿
(
図

8
)
o
後
鳥
羽
院
同
様
の
姿
で
あ
る
。

⑮
亀
山
院

生
没

建
長
元
年
(
一
二
四
九

)
1嘉
一
冗
コ
一
年
(
一
三

O
五
)

享
年
五
十
七
歳

在
位

正
元
元
年
(
一
二
五
九

)
1文
永
十
一
年
(
一
二
七
四
)

譲
位
二
十
六
歳

落
飾

正
応
二
年
三
二
八
九
)

四
十
一
歳

-
後
鳥
羽
院
・
後
深
草
院
同
様
の
冬
の
烏
帽
子
直
衣
に
よ
る
上
皇
姿
(
図

8
)
0

生
没

⑮
後
宇
多
院

文
永
四
年
(
一
二
六
七

)
1正
中
元
年
(
一
三
二
四
)

享
年
五
十
八
歳

在
位

文
永
十
一
年
(
一
二
七
四

)
1弘
安
十
年
(
一
二
八
七
)

譲
位
二
十
一
歳

落
飾

徳
治
二
年
(
一
三

O
七
)

・
立
烏
帽
子
を
被
り
、
白
地
臥
蝶
丸
文
様
の
表
地
に
二
藍
の
裏
地
を
透
か
し
た
四
白

四
十
一
歳

の
雑
砲
に
、
浅
葱
地
八
藤
丸
文
様
の
指
貫
を
着
用
し
た
冬
の
烏
帽
子
直
衣
に
よ
る
上

皇
姿
(
図

9
)
o
表
地
に
透
け
る
二
藍
は
後
鳥
羽
院
・
後
深
草
院
・
亀
山
院
同
様
に

浅
葱
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
指
貫
は
こ
の
三
院
と
は
異
な
り
、
浅
葱
地
に
描
か
れ
て

い
る
。

⑫
伏
見
院

生
没

文
永
二
年
(
一
二
六
五

)
1文
保
元
年
(
二
一
二
七
)

享
年
五
十
三
歳

在
位

弘
安
十
年
(
一
二
八
七

)
1永
仁
六
年
(
一
二
九
八
)

譲
位
三
十
四
歳

落
飾

正
和
二
年
(
一
三
二
三
)

四
十
九
歳

-
有
文
の
冠
を
被
り
、
白
地
臥
蝶
丸
文
様
の
表
地
に
二
藍
の
裏
地
を
透
か
し
た
四
白

の
雑
抱
に
、
浅
葱
地
八
藤
丸
文
様
の
指
貫
を
着
用
し
た
冬
の
冠
直
衣
に
よ
る
上
皇
姿

(図

9
)
。
表
地
に
透
け
る
二
藍
は
浅
葱
に
描
か
れ
て
い
る
。
被
り
物
以
外
は
後
宇
多

院
と
同
様
の
姿
で
あ
る
。

⑬
後
伏
見
院

生
没

正
応
元
年
(
一
二
八
八

)
1建
武
三
年
(
一
三
三
六
)

享
年
四
十
九
歳

在
位

永
仁
六
年
(
一
二
九
八

)
1正
安
三
年
(
一
三

O
一
)

譲
位
十
四
歳

落
飾

元
弘
三
年
(
一
三
三
三
)

・
有
丈
の
冠
を
被
り
、
白
地
臥
蝶
丸
文
様
の
表
地
に
二
藍
の
裏
地
を
透
か
し
た
四
白

の
雑
砲
に
、
八
藤
丸
文
様
の
指
貫
を
着
用
し
た
冬
の
冠
直
衣
に
よ
る
上
皇
姿
(
図
叩
)
0

剥
落
と
変
色
の
た
め
に
、
雑
砲
と
指
貫
の
本
来
の
彩
色
が
分
か
り
に
く
く
な
っ
て
い

る
が
、
写
真
原
板
に
よ
る
と
、
雑
袖
・
指
貫
と
も
に
標
の
剥
落
の
よ
う
で
あ
る
。
つ

ま
り
順
徳
院
・
後
堀
河
院
と
同
様
の
姿
ら
し
い
。

生
没
弘
安
八
年
(
一
二
八
五

)
1延
慶
元
年
(
一
三

O
八
)

四
十
六
歳

⑩
後
二
条
院

享
年
二
十
四
歳

在
位

正
安
コ
一
年
(
一
三

O
一
)
1延
慶
元
年
(
一
二
一

O
八
)

譲
位
二
十
四
歳

-
有
文
の
冠
を
被
り
、
剥
落
す
る
が
桐
竹
鳳
風
文
様
の
青
色
砲
に
瞬
間
襲
ね
の
下
襲

を
着
用
し
た
冬
の
束
帯
に
よ
る
天
皇
姿
(
岡
山
)

0

⑩
花
園
院

生
没

永
仁
五
年
(
一
二
九
七

)
1正
平
三
年
(
貞
和
四
年
・
一
三
四
八
)

享
年
五
十
二
歳

在
位

延
慶
元
年
(
二
三

O
八

)
1文
保
二
年
(
一
三
一
八
)

譲
位
二
十
二
歳

落
飾

建
武
二
年
(
二
一
一
三
五
)

三
十
九
歳
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土
御
門
院
同
様
の
冬
の
冠
直
衣
に
よ
る
上
皇
姿
(
図
日
)
。

⑫
後
醍
醐
院

正
応
元
年
(
一
二
八
八
)
1延
元
四
年
(
暦
応
二
年
・
三
一
一
一
一
一
九
)

生
没

享
年
五
十
二
歳

在
位
文
保
二
年
(
一
三
一
八
)
1延
一
冗
四
年
(
暦
応
二
年
・
一
一
一
一
一
一
一
九
)

譲
位
五
十
二
歳

-
後
二
条
院
同
様
の
冬
の
青
色
砲
の
束
帯
に
よ
る
天
皇
姿
(
図
日
)
。
た
だ
し
、
青

色
砲
は
無
文
で
桐
竹
鳳
風
文
様
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。

②
装
束
か
ら
み
た
「
天
子
巻
」

以
上
の
よ
う
に
、
「
天
子
巻
」
の
「
天
皇
」
装
束
は
、
下
襲
の
表
地
の
文
様
が
小

葵
文
様
で
は
な
い
点
、
坊
や
足
先
が
省
略
さ
れ
て
い
る
点
、
無
文
の
青
色
砲
が
描
か

れ
て
い
る
点
な
ど
、
束
帯
姿
で
の
故
実
の
間
違
い
や
略
筆
が
目
立
ち
、
さ
ら
に
鈍
色

の
裳
も
省
略
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
や
は
り
粉
本
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
た
め
と

考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
天
子
巻
」
の
「
天
皇
」
装
束
を
論
じ
る
こ
と
は
粉
本
の
「
天
皇
」

装
束
を
論
じ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
が
、
「
天
子
巻
」
の
「
天
皇
」
装
束
を
ま
と
め
る

と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

[装束か5みた天皇の人生1・....・近藤好和

ま
ず
天
皇
姿
は
六
例
で
、
高
倉
院
・
後
二
条
院
・
後
醍
醐
院
が
束
帯
、
二
条
院
・

後
光
厳
院
・
四
条
院
が
御
引
直
衣
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
後
光
厳
院
は
今
上
で
あ
る
か

ら
天
皇
姿
で
当
然
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
他
の
天
皇
も
高
倉
院
以
外
は
い
ず
れ
も
在

位
の
ま
ま
崩
御
し
、
上
皇
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
天
皇
姿
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
高
倉
院
は
上
皇
に
な
っ
て
い
る
が
、
上
皇
で
あ
っ
た
の
は
譲
位
し
た
治
承
四
年

(
一
一
八

O
)
二
月
か
ら
崩
御
し
た
翌
養
和
元
年
一
月
ま
で
の
僅
か
に
十
一
ヶ
月
に

過
ぎ
な
い
か
ら
、
天
皇
姿
で
あ
る
の
も
首
肯
で
き
よ
う
。

次
に
上
皇
姿
は
十
二
例
で
、
冠
直
衣
七
例
、
烏
帽
子
直
衣
五
例
で
あ
る
。
こ
の
う

ち
順
徳
院
と
後
堀
河
院
を
の
ぞ
き
、
上
皇
で
あ
っ
た
期
間
は
後
伏
見
院
の
三
十
二
年

を
筆
頭
に
い
ず
れ
も
十
年
以
上
に
及
、
び
、
在
位
期
間
よ
り
も
は
る
か
に
長
く
、
上
皇

姿
が
相
応
し
い
。
後
堀
河
院
は
在
位
十
一
年
で
上
皇
期
間
は
一
年
十
ヶ
月
と
短
い

が
、
二
年
近
く
上
皇
で
あ
っ
た
の
で
、
上
皇
姿
で
も
お
か
し
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

問
題
は
順
徳
院
で
あ
る
。
順
徳
院
の
上
皇
期
間
は
、
承
久
の
乱
直
前
の
承
久
三
年

(
二
一
一
一
一
)
四
月
か
ら
乱
に
敗
れ
て
配
流
さ
れ
る
同
年
七
月
ま
で
の
僅
か
に
三
ヶ

月
で
あ
る
。
こ
れ
な
ら
ば
高
倉
院
の
よ
う
に
天
皇
姿
が
相
応
し
い
。
し
か
し
、
配
流

に
な
っ
た
と
い
う
特
殊
事
情
に
加
え
、
配
流
か
ら
崩
御
ま
で
の
二
十
二
年
間
、
落
飾

せ
ず
に
在
俗
の
ま
ま
で
あ
る
。
そ
こ
で
上
皇
姿
が
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
上
皇
姿
の
う
ち
冠
直
衣
と
烏
帽
子
直
衣
の
区
別
、
ま
た
法
皇
姿
三
例
は
、

「
天
子
巻
」
が
粉
本
に
よ
り
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
区
別
に
基
準
が
あ
り
そ
う
で
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
烏
帽
子
直
衣
は
後
鳥
羽
院
・
後
嵯
峨
院
・
後
深
草
院
・
亀
山
院
・
後
宇
多
院

の
五
例
で
あ
る
。
五
例
の
上
皇
で
あ
っ
た
期
間
を
み
る
と
、
亀
山
院
は
十
五
年
で
あ

る
が
、
後
鳥
羽
院
二
十
三
年
、
後
嵯
峨
院
二
十
二
年
、
後
深
草
院
三
十
一
年
、
後
宇

多
院
二
十
年
と
い
ず
れ
も
二
十
年
以
上
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
「
天
皇
」
は

上
皇
期
間
が
長
期
に
及
ぶ
か
ら
烏
帽
子
直
衣
で
描
か
れ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
た

だ
し
、
上
皇
期
聞
が
三
十
二
年
の
後
伏
見
院
と
、
亀
山
院
よ
り
も
上
皇
期
聞
が
二
年

長
い
十
七
年
の
花
園
院
は
冠
直
衣
で
あ
る
た
め
、
上
皇
期
間
の
長
さ
だ
け
が
烏
帽
子

直
衣
で
あ
る
理
由
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

つ
い
で
法
皇
姿
。
法
皇
姿
は
鳥
羽
院
・
後
白
河
院
・
後
高
倉
院
の
つ
一
例
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
後
高
倉
院
は
、
子
息
で
あ
る
後
堀
河
院
が
即
位
し
、
天
皇
を
経
ず
し
て
上

皇
に
な
っ
た
承
久
三
年
(
一
二
一
一
一
)
に
は
す
で
に
落
飾
し
て
い
た
か
ら
、
法
皇
姿

は
当
然
で
あ
る
。

ま
た
鳥
羽
院
と
後
白
河
院
は
法
皇
期
間
が
、
前
者
が
十
五
年
、
後
者
は
二
十
三
年
、

特
に
後
白
河
院
は
上
皇
期
間
の
十
一
年
よ
り
も
は
る
か
に
長
い
。
そ
こ
で
、
や
は
り

法
皇
期
間
の
長
い
「
天
皇
」
が
法
皇
姿
で
あ
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
鳥

羽
院
の
上
皇
期
間
は
法
皇
期
間
よ
り
も
長
く
十
八
年
で
あ
る
。
逆
に
亀
山
院
は
上
皇

期
間
十
五
年
、
法
皇
期
間
十
六
年
な
が
ら
烏
帽
子
直
衣
で
あ
り
、
や
は
り
法
皇
期
間
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の
長
さ
だ
け
が
法
体
姿
の
理
由
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

つ
ま
り
上
皇
期
間
や
法
皇
期
間
の
長
さ
を
基
準
と
し
て
、
「
天
子
巻
」

の
各
「
天

皇
」
の
装
束
が
決
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

や
は
り
粉
本
に
基

づ
い
た
姿
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
、
「
天
子
巻
」

天
皇
姿
と
上
皇
姿
が
各
「
天
皇
」

で
は
、

の
人
生

を
反
映
し
て
峻
別
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
り
、
そ
れ
は
粉
本
で
も
同
様

で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
、
天
皇
・
上
皇
・
法
皇
は
装
束
に
よ
っ
て
明
確
に
峻
別
で
き
、

「
天
皇
」

の
人
生
は
装
束
で
追
跡
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
天
皇
・
上
皇
・
法
皇
が
一

括
し
て
描
か
れ
て
い
る
『
天
子
摂
関
御
影
」

ゃ
、
そ
れ
に
先
行
す
る
愛
知
・
徳
川
美

術
館
蔵
「
天
皇
摂
関
影
図
巻
』
(
『
天
皇
摂
関
御
影
』
と
も
)
を
、
現
状
の
名
称
で
よ

ぶ
こ
と
に
異
存
は
な
い
が
、
個
別
両
像
の
場
合
は
、
史
料
的
な
根
拠
が
あ
る
な
ら
ば

そ
れ
に
従
う
べ
き
だ
が
、
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
、

一
律
に
天
皇
像
と
す
る
の
は
正
確

で
は
な
く
、
装
束
に
よ
っ
て
天
皇
像
・
上
皇
像
・
法
皇
像
に
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と

考
え
る
。

と
も
あ
れ
、
天
皇
・
上
皇
・
法
皇
が
装
束
に
よ
っ
て
明
確
に
峻
別
で
き
る
の
は
、

そ
れ
を
突
き
詰
め
れ
ば
、
天
皇
の
装
束
が
特
別
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
譲
位

し
て
か
ら
の
装
束
と
の
相
違
が
鮮
明
に
な
る
の
で
あ
る
。
装
束
が
ま
さ
に
身
分
の
標

識
で
あ
り
、
着
用
者
の
立
場
や
条
件
を
可
視
的
に
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、

も
っ
と
も
体
現
し
て
い
る
の
が
天
皇
の
装
束
な
の
で
あ
る
。

自主(
1
)

た
と
え
ば
、
十
二
世
紀
末
頃
に
成
立
し
た
源
雅
亮
の
『
満
佐
須
計
装
束
抄
』
(
『
群
書
類
従
』

装
束
部
所
収
)
は
、
装
束
専
門
の
故
実
書
と
し
て
は
最
初
の
も
の
で
あ
る
が
、
全
三
巻
の
う

ち
上
巻
の
大
半
は
①
の
意
味
で
の
装
束
の
記
述
で
あ
る
。
『
満
佐
須
計
装
束
抄
』
に
つ
い
て
は
、

鈴
木
敬
三
「
仮
名
装
束
抄
と
源
雅
亮
」
(
『
図
亭
院
雑
誌
」
八
O
|
二
、
一
九
七
九
年
)
参
照
。

(
2
)

本
稿
で
記
す
装
束
概
説
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
拙
著
『
装
束
の
日
本
史
平
安
貴
族

は
何
を
着
て
い
た
の
か
』
(
平
凡
社
新
書
二
O
O
七
年
)
に
基
づ
い
て
い
る
。
な
お
、
拙
著

は
以
下
の
先
学
の
研
究
か
ら
学
ん
だ
知
識
を
筆
者
の
見
識
や
理
解
で
ま
と
め
直
し
た
も
の
で

あ
る
。
そ
の
先
学
の
研
究
と
は
、
鈴
木
敬
三
『
初
期
絵
巻
物
の
風
俗
史
的
研
究
』
(
吉
川
弘
文

館
、
一
九
六
O
年
)
、
同
「
熊
野
速
玉
大
社
の
御
神
宝
」
(
『
国
学
院
雑
誌
』
六
五
|
十
・
卜
一

〈
合
併
号
〉
、
一
九
六
四
年
)
、
同
「
一
扇
面
法
華
経
冊
子
の
風
俗
」
(
秋
山
光
和
・
柳
沢
孝
・
鈴

木
敬
三
『
扇
面
法
華
経
の
研
究
」
鹿
島
研
究
出
版
会
、
一
九
七
二
年
)
、
同
『
有
識
故
実
図
典
』

(
古
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
〈
初
出
一
九
五
O
年
〉
)
、
同
編
「
有
識
故
実
大
辞
典
」
(
士
口
川

弘
文
館
、
一
九
九
六
年
)
、
歴
世
服
装
美
術
研
究
会
編
『
日
本
の
服
装
〈
上
〉
」
(
古
川
弘
文
館
、

一
九
六
四
年
)
、
京
都
国
立
博
物
館
編
『
京
都
国
立
博
物
館
蔵
国
宝
阿
須
賀
神
社
伝
来
古
神
宝
」

(
京
都
国
立
博
物
館
、
一
九
七
二
年
)
、
園
皐
院
大
学
神
道
資
料
展
示
室
編
『
高
倉
家
調
進
控
装

束
織
文
集
成
』
(
園
撃
院
大
学
、
一
九
八
三
一
年
)
、
石
村
貞
吉
『
有
職
故
実
上
下
』
(
講
談
社

学
術
文
庫
、
一
九
八
七
年
〈
初
出
一
九
五
六
年
〉
)
、
河
上
繁
樹
『
日
本
の
美
術
コ
一
三
九
公
家

の
服
飾
』
(
至
文
堂
、
一
九
九
四
年
)
、
仙
石
宗
久
『
十
二
単
の
は
な
し
現
代
の
皇
室
の
装
い
」

(
婦
女
界
出
版
社
、
一
九
九
五
年
)
、
高
田
倭
男
『
日
本
の
服
装
』
(
中
公
文
庫
、
二
O
O
五
年
〈
初

出
一
九
九
五
年
〉
)
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
特
に
鈴
木
敬
三
氏
の
遺
稿
集
と
も
い
う
べ
き
『
有

識
故
実
大
辞
典
』
か
ら
は
多
く
を
学
ん
で
い
る
。

(
3
)

た
だ
し
、
明
治
以
降
の
天
皇
は
小
直
衣
と
御
引
直
衣
で
は
な
い
冠
直
衣
も
着
用
し
て
い
る
。

ま
た
、
前
近
代
で
天
皇
・
臣
下
が
着
用
し
た
装
束
に
は
ほ
か
に
礼
服
が
あ
る
。
礼
服
は
、
養

老
衣
服
令
で
は
皇
太
子
以
下
男
女
皇
族
・
男
女
諸
臣
五
位
以
上
の
着
用
が
規
定
さ
れ
、
着
用

の
機
会
は
「
大
記
・
大
嘗
・
一
元
日
」
と
み
え
る
。
一
方
、
『
延
喜
式
』
左
右
近
衛
府
・
左
右
衛

門
府
・
左
右
兵
衛
府
で
は
、
「
大
儀
」
で
の
六
衛
府
武
官
の
礼
服
着
用
が
規
定
さ
れ
、
大
儀
と

は
「
謂
一
一
一
冗
日
・
即
位
及
受
一
蕃
国
使
表
」
と
み
え
る
。
ま
た
、
養
老
衣
服
令
に
規
定
の
な
い

天
皇
の
礼
服
は
、
嵯
峨
天
皇
の
弘
仁
十
一
年
(
八
二
O
)
に
「
元
正
受
レ
朝
則
用
衰
菟
十
二

章
一
」
と
規
定
さ
れ
た
(
『
日
本
紀
略
』
同
年
二
月
甲
成
〈
二
日
〉
条
)
。
し
か
し
、
淳
和
天

皇
の
弘
仁
十
四
年
に
は
、
「
礼
服
難
レ
弁
、
多
閥
二
朝
賀
一
、
凶
年
之
問
、
欲
レ
停
一
着
用
一
、
亦

宜
議
定
奏
一
レ
之
」
と
あ
り
、
礼
服
を
調
進
で
き
な
い
と
い
う
理
由
で
朝
賀
不
参
加
者
が
増

え
た
こ
と
を
理
由
に
礼
服
の
停
止
が
諮
ら
れ
た
(
『
類
衆
国
史
』
歳
事
二
・
元
日
朝
賀
・
同
年

十
二
月
甲
申
〈
四
日
〉
条
)
o

こ
れ
に
対
し
、
八
日
後
に
は
臣
下
か
ら
「
其
礼
服
者
依
レ
詔
停
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止
、
但
皇
太
子
及
参
議
・
非
参
議
三
位
以
上
、
井
預
二
職
掌
人
等
依
レ
旧
着
罵
」
と
の
解
答
を

得
(
同
十
二
月
壬
辰
〈
十
三
日
〉
条
)
、
以
後
、
礼
服
は
ほ
ぼ
即
位
式
と
元
日
朝
賀
に
の
み
天

皇
と
一
部
の
臣
下
が
着
用
す
る
装
束
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
元
日
朝
賀
は
一
条
天
皇
の
正
一
暦
四

年
(
九
九
三
)
を
最
後
に
廃
絶
し
、
以
後
、
礼
服
は
即
位
式
限
定
の
特
殊
装
束
と
し
て
孝
明
天

皇
の
即
位
式
ま
で
着
用
さ
れ
、
明
治
天
皇
の
即
位
で
廃
止
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
4
)

御
布
衣
始
は
、
十
五
世
紀
に
成
立
し
た
洞
院
実
照
の
『
名
目
抄
』
(
「
群
書
類
従
」
雑
部
所

収
)
に
立
項
さ
れ
、
「
太
上
皇
尊
号
之
後
、
始
令
レ
着
一
御
烏
帽
子
一
云
也
」
と
解
説
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
注
釈
書
で
あ
る
速
水
一
房
常
の
『
禁
中
方
名
目
紗
校
注
』
(
『
改
定
増
補
故
実
叢
書
」
一

O
所

収
)
に
は
「
院
ノ
御
所
、
脱
履
ノ
後
、
始
テ
狩
衣
ヲ
着
御
也
、
則
布
衣
始
御
式
有
」
と
註
釈
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
註

(
2
)
前
掲
『
高
倉
家
調
進
控
装
束
織
文
集
成
』
の
鈴
木
敬
三
氏
に
よ

る
「
解
説
」
で
は
、
応
永
十
九
年
(
一
四
二
一
)
十
月
十
四
日
の
後
小
松
院
の
御
布
衣
始
の

装
束
を
記
し
た
高
倉
常
永
の
『
常
永
入
道
記
』
と
山
科
教
輿
の
「
教
輿
卿
記
』
が
引
用
さ
れ
て

い
る
(
『
大
日
本
史
料
』
七
編
|
十
七
所
収
)
。
さ
ら
に
宮
内
庁
書
陵
部
編
「
皇
室
制
度
史
料
太

上
天
皇
』
一

1
一
一
一
(
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
l
一
九
八

O
年
)
か
ら
は
、
十
例
(
中
世
八
例

・
近
世
一
一
例
)
の
御
布
衣
始
の
記
事
を
管
見
し
、
そ
の
う
ち
四
例
は
鎌
倉
時
代
に
遡
る
記
事
で

あ
る
。
も
っ
と
も
古
い
事
例
は
広
橋
経
光
の
『
民
経
記
』
貞
永
元
年
(
一
二
三
一
一
)
十
月
九
日

条
で
、
後
堀
河
院
の
御
布
衣
始
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
管
見
し
た
そ
れ
よ
り

も
古
い
事
例
と
し
て
は
、
中
山
忠
親
の
『
山
椀
記
』
治
承
四
年
二
一
八

O
)
一
一
一
月
四
条
に
、

高
倉
院
が
御
幸
始
の
日
に
譲
位
後
始
め
て
烏
帽
子
を
着
用
す
る
記
事
が
み
え
る
。
さ
ら
に
遡
る

と
、
十
世
紀
後
半
に
成
立
し
た
源
高
明
の
『
西
宮
記
』
巻
十
七
・
冠
に
は
「
烏
帽
子
、
太
上
天

皇
或
(
晴
カ
)
時
着
レ
之
」
、
ま
た
同
・
砲
に
「
布
衣
、
太
上
天
皇
巳
下
、
陪
レ
便
服
用
無
レ
所
レ

限
」
と
あ
り
、
上
皇
が
烏
帽
子
と
布
衣
(
狩
衣
)
を
着
用
す
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
れ
は
御

布
衣
始
に
直
接
関
わ
る
記
事
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
注
目
さ
れ
る
の
は
藤
原
道
長
の
『
御

堂
関
白
記
』
長
和
五
年
(
一

O
一
六
)
二
月
二
十
八
日
条
で
あ
り
、
「
参
レ
院
、
献
一
夜
装
束
井

御
烏
帽
等
一
」
と
み
え
、
当
時
准
摂
政
で
あ
っ
た
道
長
が
、
そ
の
前
月
に
譲
位
し
た
三
条
院
に

「
夜
装
束
L

と
烏
帽
子
を
直
接
献
上
し
て
い
る
。
見
過
ご
さ
れ
が
ち
な
記
事
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
き
わ
め
て
異
例
な
こ
と
で
あ
り
、
当
時
す
で
に
御
布
衣
始
同
様
の
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
証

左
と
な
ろ
う
。
な
お
、
同
時
に
献
上
さ
れ
た
「
夜
装
束
」
と
は
、
宿
直
装
束
つ
ま
り
直
衣
や
狩

衣
な
ど
の
烏
帽
子
対
応
の
装
束
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ち
な
み
に
、
右
の
「
皇
室
制
度
史
料
』
所

引
の
御
布
衣
始
記
事
か
ら
す
る
と
、
御
布
衣
始
は
御
幸
始
の
夜
に
行
わ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
り

(
「
山
椀
記
』
も
同
様
)
、
そ
の
際
に
は
臣
下
も
す
で
に
烏
帽
子
対
応
装
束
で
参
加
し
(
「
山
塊
記
』

で
は
、
「
公
卿
以
下
布
衣
事
未
レ
被
一
一
仰
下
一
」
と
あ
る
こ
、
ま
た
、
天
皇
が
冠
か
ら
烏
帽
子
に

着
替
え
る
こ
と
が
御
布
衣
始
で
、
そ
れ
と
同
時
に
臣
下
が
烏
帽
子
(
烏
帽
子
対
応
装
束
)
で
は

じ
め
て
上
皇
に
対
す
る
こ
と
が
布
衣
始
と
区
別
し
て
い
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た

御
布
衣
始
つ
い
て
は
研
究
が
あ
ま
り
な
い
よ
う
で
あ
り
、
詳
細
に
つ
い
て
は
別
稿
を
用
意
し
た

(5)

束
帯
と
い
う
名
称
は
、
藤
原
師
輔
の
『
九
暦
』
逸
文
延
長
八
年
(
九
三

O
)
八
月
十
七
日
条

に
慈
覚
大
師
円
仁
が
夢
で
空
海
に
遭
っ
た
と
い
う
逸
話
が
載
り
、
そ
の
際
に
「
慈
覚
即
束
帯
出

逢
」
と
み
え
る
の
が
管
見
で
の
初
見
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
束
帯
は
僧
侶
の
正
装
で
あ
る
法

服
の
こ
と
で
あ
り
、
俗
人
の
束
帯
が
正
装
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
の
名
称
で
あ
る
が
、
俗

人
の
束
帯
そ
の
も
の
の
初
見
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
や
は
り
藤
原
師
輔
の

『
九
条
殿
記
』
(
「
九
暦
』
部
類
記
)
大
臣
家
大
饗
・
承
平
六
年
(
九
一
二
六
)
正
月
三
日
条
に
「
曾

九
条
大
臣
尋
常
病
重
不
レ
能
二
束
帯
-
」
と
み
え
、
こ
れ
が
管
見
で
の
俗
人
の
束
帯
の
初
見
と
考

え
ら
れ
る
。
な
お
、
「
九
条
大
臣
」
と
は
寛
平
三
年
(
八
九
二
に
没
し
た
藤
原
基
経
で
あ
り
、

記
事
内
容
か
ら
は
九
世
紀
末
に
は
束
帯
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

(6)

昇
殿
制
お
よ
び
殿
上
人
の
成
立
に
関
し
て
は
、
古
瀬
奈
津
子
『
日
本
古
代
王
権
と
儀
式
』
(
士
口

川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
)
参
照
。

(
7
)

装
束
で
の
有
文
・
無
文
と
は
、
あ
く
ま
で
絹
地
で
の
織
文
様
の
有
無
を
い
う
。
絹
地
に
織
文

様
が
あ
る
の
が
有
文
、
な
い
の
が
無
文
で
あ
り
、
布
地
(
植
物
繊
維
)
の
染
文
様
な
ど
は
文
様

が
あ
っ
て
も
有
文
と
は
い
わ
な
い
。

(
8
)

束
帯
の
身
分
制
が
二
重
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
見
解
は
、
註

(
2
)
前
掲
拙
著
で
提
示

し
た
筆
者
の
見
解
で
あ
る
。
拙
著
で
は
下
着
類
の
禁
色
勅
許
を
「
天
皇
と
の
関
係
の
深
さ
を
表

示
」
す
る
と
記
し
た
が
(
一

O
コ
一
頁
)
、
本
稿
執
筆
中
に
、
そ
れ
は
天
皇
「
ミ
ウ
チ
」
の
象
徴

(
証
)
で
あ
る
と
考
え
る
に
至
っ
た
。
「
ミ
ウ
チ
」
と
は
摂
関
政
治
の
体
質
を
表
す
用
語
で
あ
る

が
(
倉
本
一
宏
「
摂
関
政
治
と
王
朝
貴
族
』
〈
古
川
弘
文
館
、
二

O
O
O年
〉
参
照
)
、
束
帯
の

身
分
制
の
二
重
構
造
は
ま
さ
に
摂
関
政
治
の
体
質
と
リ
ン
ク
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
事

実
、
平
安
期
古
記
録
を
中
心
と
し
て
禁
色
勅
許
さ
れ
た
殿
上
人
を
網
羅
的
に
抜
き
出
し
、
詳
細

に
分
析
し
た
小
川
彰
「
古
記
録
記
事
を
通
し
て
み
た
る
禁
色
勅
許
|
平
安
後
期
殿
上
人
層
を
中

心
と
し
て

l
」
(
「
国
史
学
』
一
一
一
七
、
一
九
八
五
年
)
に
よ
れ
ば
、
禁
色
勅
許
の
初
見
で
あ
る

仁
和
コ
一
年
(
八
八
七
)
以
後
、
長
和
年
間
(
一

O
一二

1
一
O
一
七
)
以
前
は
、
藤
原
良
房
流

諸
家
や
源
氏
諸
家
に
広
範
聞
に
与
え
ら
れ
た
禁
色
勅
許
が
、
十
一
世
紀
中
葉
頃
か
ら
は
藤
原
道

長
を
祖
と
す
る
御
堂
流
と
そ
れ
と
関
係
の
深
い
村
上
源
氏
に
限
定
さ
れ
、
こ
れ
に
十
一
一
世
紀
中

葉
に
は
藤
原
公
季
を
祖
と
す
る
閑
院
家
が
加
わ
り
、
以
後
は
摂
関
家
(
御
堂
流
)
と
清
華
家
(
閑

院
流
・
久
我
源
氏
な
ど
)
に
家
格
が
固
定
さ
れ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
つ
ま
り
天
皇
の
外
戚
関
係

つ
ま
り
「
ミ
ウ
チ
」
中
心
に
禁
色
勅
許
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
別
稿
で

考
え
た
い
。

(
9
)

黄
櫨
染
と
以
下
に
記
す
青
色
・
黄
丹
・
赤
色
の
染
料
に
関
し
て
は
、
『
延
喜
式
』
巻
十
四
・

縫
殿
寮
(
雑
染
用
度
条
)
に
よ
る
。
そ
こ
に
は
皇
族
・
臣
下
の
位
色
の
染
料
も
記
さ
れ
て
い
る
。

(
凶
)
註

(
3
)
で
も
一
部
を
示
し
た
『
日
本
紀
略
」
弘
仁
十
一
年
(
八
二

O
)
二
月
甲
戊
(
一
一
日
)

条
に
、
嵯
峨
天
皇
の
詔
と
し
て
「
其
朕
大
小
神
事
及
季
冬
泰
一
幣
諸
陵
一
、
則
用
一
面
巾
衣
一
、
元

正
受
レ
朝
則
用
一
一
変
菟
十
二
章
一
、
朔
日
受
レ
朝
、
同
聴
レ
政
、
受
一
一
一
番
国
使
一
、
奉
幣
及
大
小
諸
会
、

則
用
一
黄
櫨
染
衣
一
」
と
あ
り
、
天
皇
の
斎
服
(
吊
衣
)
・
礼
服
(
衰
晃
十
二
章
)
・
朝
服
(
黄

73 
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櫨
染
衣
)
が
制
定
さ
れ
た
。
同
時
に
、
衣
服
令
に
規
定
の
な
い
皇
后
の
礼
服
・
朝
服
、
皇
太
子

の
朝
服
が
制
定
さ
れ
、
衣
服
令
に
規
定
の
あ
る
皇
太
子
の
礼
服
が
「
衰
菟
九
章
」
と
改
め
ら
れ

た

(
日
)
『
醍
醐
天
皇
御
記
」
延
喜
七
年
(
九

O
七
)
二
月
二
十
三
日
条
に
「
左
大
臣
言
次
云
、
供

御
朝
服
綾
文
一
、
臣
下
服
同
文
、
甚
不
一
一
便
宜
一
、
此
可
レ
被
レ
制
云
々
」
(
『
西
宮
記
』
巻
十
七

「
天
皇
譲
位
」
所
引
)
と
、
左
大
臣
藤
原
時
平
の
提
案
が
記
さ
れ
て
い
る
。
註

(
2
)
前
掲
『
高

倉
家
調
進
控
装
束
織
文
集
成
」
の
「
解
説
」
で
鈴
木
敬
三
氏
は
、
こ
の
記
事
か
ら
そ
の
頃
ま
で

は
天
皇
と
臣
下
の
位
砲
の
文
様
に
区
別
が
な
か
っ
た
と
解
釈
し
て
い
る
。
ま
た
、
藤
原
行
成
の

『
権
記
』
長
保
二
年
(
一

0
0
0
)
七
月
四
日
・
九
月
二
十
六
日
両
条
に
よ
れ
ば
、
新
調
の
「
御

服
」
(
天
皇
の
位
砲
)
の
文
様
と
し
て
、
絵
師
巨
勢
広
貴
に
「
五
霊
鳳
桐
」
の
図
を
描
か
せ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
竹
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
五
霊
鳳
」
(
鳳
風
)
と
桐
が
そ
の
頃
に
は
天
皇

位
砲
の
文
様
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
ろ
う

0

・
な
お
、
朕
麟
の
増
加
は
、
十
三
世
紀
初
頭
の

成
立
で
あ
る
久
我
通
方
の
「
飾
抄
』
上
(
「
群
書
類
従
』
装
束
部
所
収
)
か
ら
わ
か
る
。
ち
な

み
に
、
古
様
な
総
文
様
の
桐
竹
鳳
風
文
様
は
、
建
長
八
年
三
一
一
五
六
)
成
立
の
『
四
聖
御
影
』

(
奈
良
・
東
大
寺
蔵
。
永
和
三
年
〈
二
二
七
七
〉
成
立
の
忠
実
な
模
本
も
あ
る
)
に
み
え
る
冬

の
束
帯
姿
の
聖
武
天
皇
の
青
色
砲
や
、
十
三
世
紀
末
の
成
立
と
い
う
『
嵯
峨
天
皇
画
像
』
(
宮

内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
蔵
)
の
や
は
り
冬
の
束
帯
姿
の
青
色
砲
に
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
模
本

な
が
ら
『
年
中
行
事
絵
巻
』
朝
親
行
幸
巻
に
み
え
る
冬
の
束
帯
姿
の
天
皇
の
青
色
砲
に
も
描
か

れ
て
い
る
。

(
ロ
)
青
色
は
青
白
橡
・
麹
廃
・
山
鳩
色
な
ど
の
別
称
が
あ
る
。
承
久
三
年
(
二
一
一
一
一
)
に
は
成

立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
順
徳
天
皇
の
「
禁
秘
紗
』
上
巻
(
「
群
書
類
従
』
雑
部
所
収
)
に

「
臨
時
祭
庭
座
・
賭
弓
・
弓
場
始
等
被
レ
用
レ
之
、
又
朝
銀
行
幸
後
出
御
之
時
或
被
レ
用
レ
之
」
と

あ
り
、
天
皇
が
青
色
砲
の
束
帯
を
着
用
す
る
機
会
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
「
醍
醐
天
皇
御

記
』
延
喜
八
年
(
九

O
八
)
五
月
十
一
日
条
(
「
河
海
抄
』
所
引
)
に
よ
れ
ば
、
激
海
使
表
謬

の
「
別
貢
」
に
対
す
る
「
答
物
」
と
し
て
「
其
物
御
衣
一
襲
・
青
白
橡
表
抱
・
二
藍
下
重
具
如

レ
例
」
と
み
え
る
。
こ
れ
が
管
見
で
の
青
色
砲
の
初
見
で
あ
る
。
極
臆
の
六
位
蔵
人
が
尾
長
烏

唐
草
文
様
の
青
色
砲
を
天
皇
よ
り
下
賜
さ
れ
て
着
用
す
る
こ
と
な
ど
、
臣
下
の
青
色
抱
着
用
に

関
し
て
は
、
『
装
束
集
成
』
巻
二
(
編
者
不
詳
、
『
改
定
増
補
故
実
叢
書
」
二
四
所
収
)
に
詳
細

に
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
藤
原
重
雄
「
平
安
初
期
天
皇
像
の
肖
像
誌
」
(
黒
田
日
出
男
編
『
肖

像
画
を
読
む
』
角
川
書
応
、
一
九
九
八
年
)
は
、
主
に
「
年
中
行
事
絵
巻
』
の
天
皇
描
写
な
ど

か
ら
、
青
色
砲
の
束
帯
で
御
傍
子
に
座
す
姿
が
臣
下
が
日
に
す
る
こ
と
の
多
い
天
皇
姿
で
あ
る

と
し
、
そ
こ
か
ら
桓
武
天
皇
画
像
な
ど
中
世
以
降
に
描
か
れ
た
平
安
初
期
天
皇
の
画
像
に
そ
の

姿
が
採
用
さ
れ
た
と
い
う
考
え
を
示
し
て
い
る
。

(
日
)
十
三
世
紀
後
半
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
『
駒
競
行
幸
絵
巻
」
(
久
保
惣
記
念
美
術
館
蔵
本
)

に
は
、
黄
丹
の
六
花
形
唐
鳥
文
様
の
位
砲
を
着
用
し
た
夏
の
束
帯
姿
の
皇
太
子
が
描
か
れ
て
い

る。

(
H
H
)

天
皇
の
束
帯
と
、
御
引
直
衣
お
よ
び
そ
の
鎌
倉
初
期
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
『
禁
秘
紗
』
上

巻
に
詳
し
い
記
述
が
あ
る
。

(
日
)
五
節
帳
台
試
(
五
節
参
入
)
に
天
皇
が
臣
下
と
同
様
の
冠
直
衣
姿
と
な
る
、
つ
ま
り
直
衣
に

指
貫
を
着
用
す
る
こ
と
は
、
天
永
一
一
年
(
一
一
一
一
)
成
立
の
大
江
匡
一
房
の
「
江
家
次
第
』
巻

一
0
・
五
節
帳
台
試
(
『
改
定
増
補
故
実
叢
書
」
二
所
収
)
に
「
主
上
出
御
〈
御
直
衣
・
御
奴
袴

御
沓
〉
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
り
(
「
奴
袴
」
は
指
貫
の
別
表
記
)
、
藤
原
伊
通
が
二
条
天
皇

に
献
上
し
た
応
保
三
年
(
一
二
ハ
二
)
頃
に
成
立
と
い
う
『
大
槻
秘
抄
』
(
『
群
書
類
従
』
公
事

部
所
収
)
や
「
禁
秘
紗
』
上
巻
な
ど
に
記
さ
れ
て
い
る
。
五
節
帳
台
試
と
は
、
十
一
月
の
中
卯

の
日
に
行
わ
れ
る
新
嘗
祭
に
先
立
つ
丑
の
日
の
行
事
で
、
そ
の
日
に
新
嘗
祭
翌
日
の
豊
明
節

会
で
五
節
舞
を
舞
う
舞
姫
が
内
裏
に
参
入
し
、
常
寧
殿
に
設
け
ら
れ
た
帳
台
で
舞
の
予
行
演

習
を
し
、
天
皇
は
臣
下
と
と
も
に
常
寧
殿
に
行
幸
し
て
舞
姫
の
下
見
を
す
る
。
そ
の
際
に
、
臣

下
に
紛
れ
る
た
め
に
臣
下
同
様
の
冠
直
衣
姿
と
な
る
と
い
う
。
模
本
の
み
が
残
る
承
安
元
年

(
一
一
七
ご
の
五
節
を
描
い
た
『
承
安
五
節
絵
巻
」
に
は
、
五
節
帳
台
試
に
臣
下
と
と
も
に

常
寧
殿
へ
向
か
う
冠
直
衣
姿
の
天
皇
が
描
か
れ
て
い
る
(
史
実
で
は
承
安
元
年
の
五
節
に
時
の

高
倉
天
皇
は
参
加
し
て
い
な
い
)
。
ま
た
、
十
六
世
紀
成
立
の
三
条
西
実
隆
の
『
装
束
抄
」
(
「
群

書
類
従
』
装
束
部
所
収
)
に
は
天
皇
が
指
貫
を
着
用
す
る
機
会
と
し
て
、
こ
の
五
節
帳
台
試
の

ほ
か
に
「
殿
上
淵
酔
ノ
夜
」
も
あ
が
っ
て
い
る
。
殿
上
淵
酔
と
は
、
正
月
と
新
嘗
祭
前
日
に
清

涼
殿
で
行
わ
れ
た
天
皇
主
催
の
無
礼
講
的
な
宴
会
で
あ
る
。
の
ち
に
加
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
う
し
た
天
皇
の
指
貫
の
文
様
が
案
に
薮
文
様
で
あ
る
こ
と
は
、
や
は
り
「
大
槻
秘
抄
』

や
『
装
束
抄
』
か
ら
わ
か
る
。
な
お
、
蹴
鞠
の
際
に
天
皇
が
「
小
口
袴
」
を
着
用
す
る
こ
と
が

『
大
椀
秘
抄
』
や
『
装
束
抄
』
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
『
装
束
抄
」
に
よ
れ
ば
、
後
鳥
羽
天
皇
以
降
、

蹴
鞠
時
に
指
貫
を
着
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
小
口
袴
と
は
「
大
槻
秘
抄
』
に
よ
れ
ば
、

紅
地
小
葵
文
様
で
裾
に
括
り
紐
が
入
っ
た
指
貫
同
類
の
袴
で
あ
り
、
そ
れ
を
着
用
し
て
蹴
鞠
を

す
る
天
皇
は
、
十
三
世
紀
後
半
の
成
立
と
い
う
「
奈
与
竹
物
語
絵
巻
』
(
香
川
・
金
比
羅
宮
蔵
)

に
描
か
れ
て
い
る
。

(
凶
)
こ
の
四
天
皇
が
描
か
れ
て
い
な
い
理
由
に
つ
い
て
、
小
松
茂
美
「
「
似
絵
」
の
絵
巻
」
(
『
続

日
本
絵
巻
大
成
』
一
八
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
三
一
年
)
、
お
よ
び
そ
の
改
訂
版
で
あ
る
同
「
似

絵
の
発
生
と
展
開
」
(
「
続
日
本
の
絵
巻
』
一
二
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
一
年
)
で
は
、
四

天
皇
が
い
ず
れ
も
「
十
代
、
未
成
年
」
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
い
る
。
確
か
に
、
近
衛

天
皇
は
久
寿
二
年
(
一
一
五
五
)
に
在
位
の
ま
ま
十
七
歳
で
崩
御
。
六
条
天
皇
は
仁
安
三
年

(
一
一
六
八
)
に
五
歳
で
譲
位
し
、
史
上
初
の
未
成
年
の
上
皇
と
な
り
、
安
元
一
一
年
二
一
七
六
)

に
十
三
歳
で
崩
御
。
安
徳
天
皇
は
、
文
治
元
年
(
一
一
八
五
)
に
在
位
の
ま
ま
八
歳
で
壇
ノ

浦
に
入
水
(
た
だ
し
、
平
氏
一
門
と
と
も
に
都
落
ち
し
た
寿
永
二
年
〈
一
一
八
三
〉
に
は
京

都
で
は
後
鳥
羽
天
皇
が
即
位
し
て
い
る
)
。
仲
恭
天
皇
は
、
承
久
の
乱
に
伴
い
、
承
久
三
年

(
一
二
二
ご
四
月
二
十
日
に
四
歳
で
即
位
し
、
乱
後
の
同
年
七
月
九
日
に
は
幕
府
に
よ
っ
て

廃
位
さ
れ
、
文
暦
元
年
(
一
二
三
四
)
に
十
七
歳
で
崩
御
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
十
代
(
安
徳

74 
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は
さ
ら
に
若
い
)
で
の
崩
御
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
天
子
巻
」
に
は
十
二
歳
で
在
位
の
ま
ま
崩

御
し
た
四
条
天
皇
が
描
か
れ
て
い
る
し
、
な
に
よ
り
も
近
衛
天
皇
は
久
安
六
年
(
一
一
五

O
)

に
十
二
歳
で
元
服
し
て
い
る
た
め
(
「
公
卿
補
任
』
同
年
尻
付
)
、
近
衛
天
皇
が
描
か
れ
て
い

な
い
理
由
は
未
成
年
で
あ
る
か
ら
で
は
な
い
。
六
条
天
皇
・
安
徳
天
皇
は
元
服
し
て
お
ら

ず
、
こ
の
一
一
天
皇
に
関
し
て
は
未
成
年
で
あ
る
と
い
う
理
由
が
当
て
は
ま
る
。
仲
恭
天
皇
は
、

皇
位
継
承
儀
礼
と
し
て
最
重
要
な
即
位
式
も
大
嘗
祭
も
行
わ
ず
僅
か
八
十
日
あ
ま
り
で
幕
府

に
譲
位
さ
せ
ら
れ
た
廃
帝
で
あ
り
、
当
時
は
天
皇
と
し
て
も
上
皇
と
し
て
も
認
め
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
。
仲
恭
天
皇
と
い
う
誼
号
が
送
ら
れ
、
天
皇
と
し
て
認
め
ら
れ
た
の
は
明
治
コ
一
年

(
一
八
七
O
)
で
あ
る
。

(
げ
)
「
似
絵
の
装
束
に
つ
い
て
」
(
『
新
修
日
本
絵
巻
物
全
集
』
二
六
、
角
川
書
底
、
一
九
七
八
年
)
。

以
下
、
鈴
木
氏
の
説
は
す
べ
て
こ
れ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
『
天
子
摂
関
御
影
』
の
専
論
で
は
な
く
、

「
天
子
巻
」
の
天
皇
装
束
に
つ
い
て
も
そ
れ
ほ
ど
突
っ
込
ん
だ
考
察
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
な

お
、
こ
の
鈴
木
氏
の
論
考
以
外
で
「
天
皇
」
画
像
の
装
束
に
注
目
し
た
も
の
と
し
て
は
、
管
見

で
は
、
京
都
・
泉
涌
寺
所
蔵
の
近
世
歴
代
「
天
皇
」
画
像
に
み
え
る
被
り
物
に
つ
い
て
考
察
し

た
黒
田
日
出
男
『
王
の
身
体
王
の
肖
像
』
(
平
凡
社
一
九
九
三
年
)
が
あ
る
。
ま
た
、
平

林
盛
得
「
天
子
撮
閥
御
影
略
侍
」
(
『
新
修
日
本
絵
巻
物
全
集
』
二
六
、
角
川
書
底
、
一
九
七
八
年
)

に
は
、
「
天
子
巻
」
の
各
「
天
皇
」
の
装
束
が
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
註
(
日
)
前
掲
小
松
一
一

論
文
も
「
天
子
巻
」
の
天
皇
装
束
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
装
束
に
よ
っ
て
天
皇

像
と
上
皇
像
を
区
別
す
る
と
い
う
視
点
は
な
い
。
ま
た
、
山
本
陽
子
『
絵
巻
に
お
け
る
神
と
天

皇
の
表
現
|
見
え
ぬ
よ
う
に
描
く
」
(
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二

O
O
六
年
)
は
、
天
皇
画

像
に
対
す
る
最
新
の
成
果
で
あ
る
が
、
装
束
に
つ
い
て
は
ふ
れ
て
い
な
い
。

(
時
)
「
天
子
巻
」
に
は
「
此
一
局
為
信
卿
筆
也
、
但
奥
二
代
豪
信
法
印
奉
レ
童
日
レ
之
、
証
本
也
、
不

レ
可
レ
出
一
一
闘
外
一
者
也
、
銘
行
ヰ
ア
卿
筆
也
、
(
花
押
)
、
奥
二
代
加
二
愚
筆
一
也
」
の
奥
書
が
あ
る

(
図
ロ
)
。
こ
の
奥
書
を
書
い
た
花
押
の
主
は
尊
円
法
親
王
(
一
三
九
八

1
一
一
一
一
五
六
)
で
あ
り
、

こ
れ
に
よ
る
と
、
絵
は
藤
原
為
信
、
銘
(
注
記
)
は
藤
原
行
手
の
筆
と
い
う
。
た
だ
し
、
「
奥

三
代
」
つ
ま
り
巻
末
の
花
閏
院
と
後
醍
醐
院
は
、
絵
は
為
信
孫
の
豪
信
法
印
(
為
理
男
だ
が
、

『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
れ
ば
為
信
が
実
父
と
も
)
で
、
銘
は
「
愚
筆
」
つ
ま
り
法
親
王
自
身
の
筆

と
い
う
。
つ
ま
り
奥
二
代
の
絵
と
銘
は
別
筆
で
あ
る
と
い
う
。
装
束
的
に
も
、
冠
の
後
に
垂
れ

た
綾
の
描
き
方
な
ど
の
相
違
か
ら
、
奥
二
代
の
絵
が
別
筆
で
あ
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
し
か

し
、
註
(
日
)
前
掲
小
松
二
論
文
に
よ
れ
ば
、
銘
は
奥
三
代
が
別
筆
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ

る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
為
信
・
豪
信
の
家
系
は
、
「
似
絵
名
人
」
(
「
尊
卑
分
脈
』
)
と
い
わ
れ
る

隆
信
・
信
実
か
ら
続
く
似
絵
の
技
術
を
伝
え
た
家
系
で
あ
り
、
ま
た
、
「
天
子
巻
」
に
描
か
れ

て
い
る
各
「
天
皇
」
は
、
別
個
に
描
か
れ
た
各
「
天
皇
」
画
像
と
の
面
貌
表
現
の
相
似
性
が
強

い
た
め
、
家
伝
の
粉
本
な
ど
に
よ
り
描
か
れ
た
と
い
う
。
以
上
の
よ
う
な
問
題
を
含
む
「
天
子

巻
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
『
新
修
日
本
絵
巻
物
全
集
』
二
六
(
角
川
書
居
、
一
九
七
八
年
)
、

「
続
日
本
絵
巻
大
成
』
一
人
(
中
央
公
論
社
、
一
九
八
三
年
)
、
『
続
日
本
の
絵
巻
』
一
一
一
(
中

央
公
論
社
、
一
九
九
一
年
)
所
収
の
、
註
(
日
)
・
(
げ
)
前
掲
分
を
ふ
く
め
た
諸
論
考
、
ま
た
、

註
(
口
)
前
掲
黒
田
著
書
、
村
重
寧
「
日
本
の
美
術
三
八
七
天
皇
と
公
家
の
肖
像
』
(
至
文
堂
、

一
九
九
八
年
)
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
川
口
)
宮
島
新
一
『
肖
像
画
』
(
士
口
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
)
は
、
吉
田
経
房
の
『
吉
記
』
承
安

四
年
(
一
一
七
四
)
九
月
一
一
十
二
日
条
に
「
拝
礼
之
後
謁
二
念
仏
堂
上
人
一
、
(
中
略
)
奉
レ
見
一

鳥
羽
院
御
影
像
一
〈
依
ニ
当
院
仰
一
、
故
隆
能
函
レ
之
〉
」
と
あ
り
、
経
一
房
が
四
天
王
寺
念
仏
堂
で
、

後
白
河
院
が
故
藤
原
隆
能
に
描
か
せ
た
鳥
羽
院
の
画
像
を
見
て
い
る
こ
と
か
ら
、
鳥
羽
院
の
画

像
が
公
開
さ
れ
た
は
じ
め
て
の
天
皇
画
像
で
あ
る
と
し
、
そ
の
た
め
に
「
天
子
巻
」
で
鳥
羽
院

が
巻
頭
に
描
か
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

(
初
)
こ
の
画
像
が
、
画
様
や
書
風
、
ま
た
料
紙
の
継
ぎ
目
の
観
点
な
ど
か
ら
、
本
来
の
「
天
子
巻

」
の
も
の
で
は
な
く
、
後
世
の
混
入
(
錯
簡
)
で
あ
る
と
い
う
意
見
は
論
者
一
致
し
た
見
解
で

あ
る
が
、
混
入
の
理
由
を
考
察
し
た
も
の
は
な
い
。
わ
ず
か
に
註
(
凶
)
前
掲
小
松
二
論
文
で

「
御
引
直
衣
姿
の
天
皇
の
比
較
参
考
図
と
し
て
、
手
控
え
の
用
意
に
備
え
た
」
と
い
う
説
を
提

示
し
て
い
る
。

(
幻
)
『
公
卿
補
任
』
仁
治
二
年
に
よ
れ
ば
、
同
年
正
月
五
日
に
摂
政
近
衛
兼
経
を
加
冠
役
に
元
服

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

(
幻
)
「
天
皇
摂
関
影
図
巻
」
は
、
鳥
羽
院
か
ら
後
伏
見
院
に
至
る
歴
代
十
七
名
の
「
天
皇
」
、
九
名

の
鈍
色
に
よ
る
法
体
姿
、
そ
し
て
法
成
寺
関
白
(
藤
原
忠
通
)
か
ら
岡
屋
関
白
(
近
衛
兼
経
)

に
至
る
十
一
名
の
摂
関
が
描
か
れ
て
い
る
。
『
天
子
摂
関
御
影
』
と
は
、
九
名
の
法
体
姿
を
描

く
点
、
「
天
皇
」
像
を
畳
の
上
に
描
く
点
(
畳
は
天
皇
姿
は
緩
綱
縁
、
上
皇
・
法
皇
姿
は
高
麗

縁
と
描
き
分
け
て
い
る
)
が
異
な
り
、
一
部
の
「
天
皇
」
装
束
な
ど
も
相
違
を
示
し
て
い
る

が
、
商
像
の
順
番
や
面
貌
表
現
に
は
一
致
点
が
多
く
、
人
名
の
注
記
は
な
い
が
、
誰
が
描
か
れ

て
い
る
か
が
推
定
で
き
る
。
そ
し
て
、
「
天
皇
」
・
摂
関
は
『
天
子
摂
関
御
影
」
に
比
べ
て
途

中
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
先
行
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
(
以
上
、
京
都

国
立
博
物
館
編
『
宮
廷
の
美
術
歴
代
天
皇
ゆ
か
り
の
名
宝
』
展
図
録
〈
京
都
国
立
博
物
館
、

一
九
九
七
年
〉
解
説
)
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[
付
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]

『
天
子
摂
関
御
影
」
「
天
子
巻
」
の
写
真
原
板
の
閲
覧
に
関
し
て
は
、
宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
学
芸

窒
主
任
研
究
員
太
田
彩
氏
と
同
学
芸
員
五
味
聖
氏
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
明
記
し
て
深
謝
す
る
次
第

で
あ
る
。

(
神
奈
川
大
学
経
済
学
部
、
国
立
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史
民
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博
物
館
客
員
教
授
)
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日
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理
、
二
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年
九
月
一
四
日
審
査
終
了
)
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When we consider the birth， life and death， namely， the course of the life of ]apan's emperors， who hold an 

important position in the nation' s history， we find that it conforms to the following chronology. Born as the son of 

the emperor he is first an imperial prince， is then chosen to be the Crown Prince， and then succeeds his father to 

the imperial throne. Upon retiring from his role as emperor he assumes a Buddhist role and awaits his death. 

Because the dress an emperor wears is qui舵 differentfor each of these stages， we can identify each particular 

stage of his life from his dress. The most marked differences訂 efound between the emperor， retired emperor 

and Buddhist stages， which are due to the unique features of the dress worn by a serving emperor.τne aim of 

this paper is to look at this relationship between an emperor' s life and dress. 

One important point when considering the relationship between an emperor and his dress is headwear. While 

there are two types of headwear， a crown (kanmuri) and a type of formal headwear (eboshi)， which are worn 

depending on the type of dress， an emperor wears only a crown. Although there are various types of dress worn 

by noblemen， the only two types of dress worn with a crown by the emperor are known as“sokutai" and“kanmuri 

noushi". 

“Sokutai" refers to formal dress worn by all males， including the emperoれandthe type worn is strictly defined 

according to rank. There are colors and patterns for the collars of the top dress that can be worn only by the 

emperor， thus distinguishing him from others.τne emperor also wears the “kanmuri noushi" in a unique way 

known as“0・hikinoushi"， which also clearly distinguishes him from others. 

百lispaper provides details of these 、okutai"and“o-hiki noushi" worn by the emperor， and also shows出atit 

is possible to distinguish an emperor from a retired emperor in illustrations due to the type of dress worn. 
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